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会 報 一般社団法人日本学校保健学会
第６７回学術大会開催の延期について

理事長 衞藤 隆

本学会の第６７回学術大会につきましては本年１１月６日から８日まで愛知学院大学日進キャンパスにおいて開催すべ
く大澤功大会長のもと企画が練られ準備が進められて参りました．しかし，昨年１２月に中国での流行が起こり，本年
１月にわが国において初の感染者が同定された新型コロナウイルス感染は短期間に１県を除く都道府県に拡大し，政
府において４月７日に緊急事態宣言が出されるに至りました．５月後半に入り感染拡大のスピードはようやく緩み，
宣言の解除が都道府県毎に検討され実施されていますが，今後，第２波，第３波と感染の再燃は予想され，長期的な
感染予防対策が見込まれる現状です．このような事態を迎え，第６７回学術大会の開催の可能性を慎重に検討しました
が，来場者の安全，運営の準備・進行等あらゆる観点から考え，当初の予定通りの開催は難しいと判断するに至りま
した．
このため，第６７回学術大会は１年延期し，２０２１年に大澤功大会長のもと愛知学院大学日進キャンパスで開催するこ

とにいたします．これに伴い，２０２１年に森岡郁晴大会長のもと和歌山市において開催予定であった第６８回学術大会は
２０２２年に開催することにいたします．
会員の皆様におかれましては，上記の事情をご理解いただきますようお願いいたします．本年度は学術大会が開催

されなくなることになりますが，本学会の目的として定款に掲げた「学校保健に関する研究とその普及・発展を図る
こと」をどのように実現するかにつきましては，機関誌「学校保健研究」，英文オンラインジャーナル「School Health」
の発行に加え，ホームページの活用やその他の方策を考えていかなければならないと思います．
学校再開を視野に入れ，児童生徒等および教職員の感染リスクを可能な限り低減することを目指した「学校におけ

る新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル～『学校の新しい生活様式』～」が５月２２日付で文部科学
省から発表されました．各学校においては具体的な衛生管理について取り組みの検討をされていることと思います．
また，本学会の会員の皆様には学校の衛生管理に関する相談を受けたり，助言を求められたりする機会も多くなると
思います．当分の間，新型コロナウイルス感染が存在する環境下で教育や研究を進めねばならない状況が続くと予想
されます．会員の皆様には，ご自身の健康にも留意されつつ安全で健康的な教育環境の確保にご尽力くださるよう
願っております．
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学校で学んだことが，子どもたちの「生きる力」となっ
て，明日に，そしてその先の人生につながってほしい．
これからの社会が，どんなに変化して予測困難な時代に
なっても，自ら課題を見付け，自ら学び，自ら考え，判
断して行動し，それぞれに思い描く幸せを実現してほし
い．令和２年度から始まる新しい「学習指導要領」には，
そうした願いが込められている．
平成２８年１２月２１日に中央教育審議会答申「幼稚園，小

学校，中学校，高等学校及び特別支援学校の学習指導要
領等の改善及び必要な方策等について」（以下，答申と
いう）が取りまとめられ，それらを踏まえ，平成２９年３
月に小中学校の新しい学習指導要領が告示され，移行期
間を経て小学校は令和２年度から，中学校は令和３年度
から全面実施となる．また，高等学校においても平成３０
年３月に告示され，令和４年度から年次進行で全面実施
となる．
そのような中，これからの教育課程やその基準となる

学習指導要領等には，学校教育を通じて育む「生きる力」
とは何かを資質・能力として明確にし，教科等を学ぶ意
義を大切にしつつ教科等横断的な視点で育んでいくこと，
社会とのつながりや各学校の特色づくり，子どもたち一
人一人の豊かな学びの実現に向けた教育改善の軸として
の役割が期待されている．
子どもたちが，学習内容を人生や社会の在り方と結び

付けて深く理解し，これからの時代に求められる資質・
能力を身に付け，生涯にわたって能動的に学び続けるこ
とができるようにするためには，これまでの学校教育の
蓄積を生かし，学習の質を一層高める授業改善の取組を
活性化していくことが必要であり，我が国の優れた教育
実践に見られる普遍的な視点である「主体的・対話的で
深い学び」の実現に向けた授業改善を推進することが求
められる．
今回の改訂では「主体的・対話的で深い学び」の実現

に向けた授業改善を進める際の指導上の配慮事項を第１
章総則に記載するとともに，各教科等の「第３ 指導計
画の作成と内容の取扱い」において，単元や題材など内
容や時間のまとまりを見通して，その中で育む資質・能
力の育成に向けて，「主体的・対話的で深い学び」の実
現に向けた授業改善を進めることを示した．これは，主
体的・対話的で深い学びの視点から「何を学ぶか」だけ
でなく「どのように学ぶか」も重視して授業改善するこ
と，つまり，「主体的な学び」になっているか，「対話的
な学び」になっているか，「深い学び」になっているか
という視点から，授業をよりよくしていくことを示した

ものである．
深い学びにつなげるための授業改善を行うためのポイ

ントとして，各教科等の目標に示されている「見方・考
え方」に着目することが大切である．答申において「各
教科等の『見方・考え方』は，『どのような視点で物事
を捉え，どのような考え方で思考していくのか』という
その教科等ならではの物事を捉える視点や考え方である．
各教科等を学ぶ本質的な意義の中核をなすものであり，
教科等の学習と社会をつなぐものであることから，児童
生徒が学習や人生において『見方・考え方』を自在に働
かせることができるようにすることにこそ，教師の専門
性が発揮されることが求められる」としている．「見方・
考え方」は「深い学び」の鍵となるものであり，子ども
たちが「見方・考え方」を働かせて学ぶ学習活動を教師
が意図的に創出し，「深い学び」の実現につなげる必要
がある．つまり，知識を相互に関連付けてより深く理解
したり，情報を精査して考えを形成したり，課題を見付
け解決策を考えたり，思いや考えを基に創造したりする
ことに向かう「深い学び」が実現できているかが重要な
ポイントとなる．
また答申では，「保健の見方・考え方」については，

疾病や傷害を防止するとともに，生活の質や生きがいを
重視した健康に関する観点を踏まえ，「個人及び社会生
活における課題や情報を，健康や安全に関する原則や概
念に着目して捉え，疾病等のリスクの軽減や生活の質の
向上，健康を支える環境づくりと関連付けること」と整
理されている．例えば，中学校の保健分野においては，
社会の変化に伴う現代的な健康に関する課題の出現や，
情報化社会の進展により様々な健康情報の入手が容易に
なるなど，環境が大きく変化している中で，生徒が生涯
にわたって正しい健康情報を選択したり，健康に関する
課題を適切に解決したりすることが求められる．
移行期間には，各校種の保健の授業において新学習指

導要領に基づく授業実践を参観する機会を得ることがで
きた．そこで感じたのは「主体的・対話的で深い学びの
実現に向けた授業改善」に対する誤解である．主体的・
対話的で深い学びを実現すること自体を目的としてしま
い，どのように授業を改善し，その結果子どもたちにど
のような資質・能力を身に付けさせるのかという視点に
欠けているのである．「主体的・対話的で深い学び」は
あくまで授業改善の視点であることを忘れてはならない．
今後，各学校において授業改善の視点としての主体的・
対話的で深い学びが定着することを期待している．

（スポーツ庁政策課 教科調査官）

新学習指導要領の全面実施と保健の授業改善
横 嶋 剛

Full Implementation of New National Curriculum Standards
and Improvement of Health Classes

Tsuyoshi Yokoshima

巻頭言
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Ⅰ．緒 言

これまでの教科としての保健（保健授業）の研究は，
児童生徒の健康に関する知識や健康行動の獲得１），セル
フエスティーム向上２）などの要因を検討し，どのような
授業が児童生徒の健康に寄与するのかを明らかにしてき
た．一方で，保健授業をめぐっては批判的な指摘３）４）もあ
り，日本学校保健会の実態調査５）でも授業の楽しさなど
の情緒的（情意）な側面は低調気味といえる．良い保健

授業の条件として，児童生徒が健康の大切さを理解する
など認知を向上するだけではなく，同時に保健授業が楽
しいと思うなど情意の形成もし，児童生徒の健康へ貢献
することがあげられるが，どのような保健授業が，どの
ように児童生徒の情意を形成するのかを検討した研究は
十分とは言えない．
他教科での情意への影響を検討した先行研究をみると，

児童生徒が授業を楽しいと感じることがその教科の勉強
の好みに影響する６）ことや，児童生徒が授業を楽しく受

保健授業における授業方法と情意との関連
―児童生徒の授業態度を調整変数として―
田 中 滉 至＊１，山 田 浩 平＊２，古 田 真 司＊２

＊１愛知教育大学大学院
＊２愛知教育大学

Association between Teaching Methods and Students’Affective Domain in Health Instruction
―Students’Attitude as a Moderator―

Koji Tanaka＊１ Kohei Yamada＊２ Masashi Furuta＊２

＊１Aichi University of Education Graduate School
＊２Aichi University of Education

Backgrounds: Evidence demonstrating the effectiveness of the health instruction for students’affective do-
main is limited because the research about health instruction, especially examination students’affective do-
main is a few.
Objectives: The purpose of this study is to clarify the factors for teaching better affective domain from the
teaching methods and the students’attitude.
Methods: In２０１５, we conducted an anonymous self-administered questionnaire survey of１８７primary school
children, ４０５ junior high school students, and３０５ high school students. Survey items consisted of students’
affective domain related to health instruction（１６items）, teaching methods（１３items）, and students’attitude

（９items）. Exploratory factor analysis was conducted to clarify the factor structure of each variable, and con-
firmatory factor analysis was conducted to confirm the fitness of the model. Additionally, multilevel analysis
was performed to clarify the relationship of each variable.
Results: As a result of exploratory factor analysis, affective domain is three factors, teaching method is two
factors, students’attitude is two factors. Confirmatory factor analysis indicated that the fitness of each model
is enough（CFI＝０．９３０～９６３）. The results of multilevel analysis showed that devising the teaching method
was associated with a better affective domain for the students（b＝０．０１～０．１７）. Furthermore, we examined
the interaction between the teaching methods and the students’attitude. As a result, the interaction between
good attitude and presentation method was significantly related to cognitive aspect, and the interaction be-
tween good attitude and presentation method, and between good attitude and audit and practice method was
significantly related to behavioral aspect. Presentation methods may reduce the difference in cognitive as-
pect score and behavioral aspect score between good students and high students whose scores are not high.
On the other hand, audit and practice methods may expand the behavioral aspect score gap between high
students with high attitude scores and students without high attitude scores.
Conclusions: The student’s better affective domain in health instruction and the device of teaching method
were positively related.

Key words：health instruction，students，teaching method，attitude
保健授業，児童生徒，授業方法，授業態度

原 著
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けている様子が授業担当教員の自己評価に影響を及ぼ
す７）ことが報告されている．そのため，現状をより良く
するためにも，保健授業における児童生徒の情意に関連
する要因を明らかにすることは重要である．
一方，保健授業における児童生徒の情意に影響する要

因には，授業方法として実験を取り入れたり他者と協力
する活動を取り入れたりすること８），内容として具体的
な事例をあげる９）ことが有効だと報告されている．しか
しながら，児童生徒の情意に与える影響について，事前
課題とアクティブラーニング型の授業を組み合わせた
群・アクティブラーニング型の授業の群・講義中心型授
業の群で比較してもほとんど差がないという報告１０）もあ
る．このように，保健授業自体が児童生徒の情意へ影響
を及ぼす可能性はあるものの，どのような授業が，児童
生徒の情意に影響を及ぼすのかについて一貫した結果は
得られていない．
児童生徒の情意に影響を及ぼす要因を明らかにするた

めには，授業を規定する２つの条件を考慮する必要があ
ると考えられる．それは，授業時数や学級風土，児童生
徒の特性などを指す授業の外的な条件と，授業の目標や
内容などを指す授業の内的な条件（授業の目標，方法，
内容，評価）である１１）．須藤１２）は，児童生徒の情意を従属
変数として，授業の外的な条件である児童生徒の特性と，
授業の内的な条件の一つである授業方法とのかかわりを
検討しており，授業方法と情意のかかわりは児童生徒の
特性によって左右されることを報告している．これらの
ことから，児童生徒の情意に対する授業方法の影響を明
らかにする際には，児童生徒の特性をも同時に検討する
ことで，より詳細な影響を明らかにできる可能性がある
といえる．さらに，その知見を保健授業を実践するうえ
での判断材料とすることは，児童生徒の特性に応じた授
業を展開していくうえでは重要なことだと考えられる．
同様に保健授業において児童生徒の特性を授業の外的

な条件として検討した先行研究をみると，児童生徒の授
業態度を取り上げているものが散見される．たとえば，
児童生徒の授業態度は授業者にとって自分の授業を評価
するための指標となることが報告されているものの７），
これまでの保健授業における児童生徒の授業態度として
は，「興味を示さない」，「生徒が寝ている」など，改善
の余地がある報告が多い１３－１５）．また，このような児童生
徒の望ましくない授業態度が，授業者の健康状態や自己
有用感に悪影響を及ぼすことも報告されており１６），保健
授業を担当する者は児童生徒の望ましくない授業態度か
ら何らかの悪影響を受けながら授業を行っていると考え
られる．これらの先行研究を踏まえると，児童生徒の授
業態度が，授業者にとって日常的に評価する対象であり，
授業を行うにあたっての判断材料として位置づけられて
いると考えられるため，授業態度に応じた授業方法を明
らかにすることは保健授業を研究するうえでの重要な課
題といえる．そのため本研究では，授業の外的な条件と

して児童生徒の授業態度を，内的な条件としては授業方
法をとりあげ，情意とのかかわりを検討することを目的
とする．なお，内的な条件として授業方法に焦点を当て
る理由は，授業の目標（評価）や内容は学習指導要領や
教科書，あるいは学校の特色に影響を受けやすい一方で，
授業方法は授業中に授業者の裁量で変えやすい要因と考
えられるからである．

Ⅱ．研究方法

１．調査方法および倫理的配慮，分析対象者
本研究ではＸ県内の公立学校を対象に，２０１５年６月か

ら８月にかけて無記名自記式の質問紙調査を集合形式で
実施した．調査を依頼する際には，調査協力校の管理職
あるいは一般教諭と直接交渉し，許可が得られた範囲で
調査を行った．質問紙は学級担任に配布してもらい，回
答後は封筒に入れて回収してもらうように依頼した．ま
た，質問紙には，保健授業に関する調査であることを明
記したうえで，匿名性を順守すること，調査目的以外に
は使用しないことを記述した．
最終的に回収できた質問紙の内訳は，Ｘ県内の公立小

学校２校（７学級）に在籍する小学３～６年生計１８７人，
公立中学校３校（１１学級）に在籍する中学１～３年生計
４０５人，公立高校３校（８学級）に在籍する高校２～３
年生計３０５人である（総計３校種，８学校，２６学級，８９７
人）．そのうち，ほとんど回答がないなど，分析が困難
だと判断した回答者６人を除いた８９１人を分析対象とし，
その内訳を表１に示した．
２．調査内容
調査内容には，基本的属性（校種，学年，性別）およ

び保健授業に関する情意，回答者が受けた保健授業で用
いられた授業方法，回答者自身の保健授業の時の授業態
度を設定した．なお，情意，授業方法および授業態度は，

表１ 分析対象者の学年，性別および学級数

人数 男子 女子 不明 学級数

小学生

３年生 ２２ １０ １２ ０ １
４年生 ４７ １９ ２８ ０ ２
５年生 ５６ ３２ ２４ ０ ２
６年生 ６２ ３１ ３１ ０ ２

合計 １８７ ９２ ９５ ０ ７

中学生

１年生 ６２ ３１ ３１ ０ ２
２年生 １０６ ６７ ３９ ０ ３
３年生 ２３４ １２１ １１３ ０ ６

合計 ４０２ ２１９ １８３ ０ １１

高校生
２年生 １１３ ８２ ３１ ０ ３
３年生 １８９ １１４ ６９ ６ ５

合計 ３０２ １９６ １００ ６ ８

全 体 ８９１ ５０７ ３７８ ６ ２６
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「そう思う」，「どちらかというとそう思う」，「どちらか
というとそう思わない」，「そう思わない」の４件法で質
問し，「そう思う」を４ポイント，「そう思わない」を１
ポイントとした．
１）保健授業に関する情意
従属変数となる保健授業における情意の質問項目を検

討するにあたり，授業の目標に関する理論であるB.S.
Bloomによる教育目標の分類学（以下，「ブルーム・タ
キソノミー」）を参考にした．ブルーム・タキソノミー
は，認知領域と情意領域，精神運動領域の３領域から成
り，領域ごとに階層性の伴うカテゴリーが設定されてい
る１７）．たとえば，情意領域１８）には「受け入れ」→「反応」
→「価値づけ」→「組織化」→「価値あるいは価値複合
体による個性化」の５つの順番に主要カテゴリーが配列
されており，授業が楽しいことは「反応」に，授業の価
値を理解できることは「価値づけ」に分類される．この
ような，すでに整理された理論を使用する理由は，今後
同様の理論を使用した研究との比較がしやすくなるから
である．
保健授業では，すでにブルーム・タキソノミーの情意

領域を質問項目に含んだ授業の評価票１９）２０）が作成されて
いるが，そのなかでもブルーム・タキソノミーの階層性
を考慮したモデル２１）を参考にし，それぞれの階層ごとに
「授業は楽しい」，「授業は分かりやすい」など，合計１６
項目を設定した．
２）保健授業での授業方法
本研究の調査対象者は児童生徒であることから，児童

生徒を対象として授業方法を質問した調査を参考にして
質問項目を選定した．項目は，学力に関する国際調査の
PISAの項目を主として参考にした２２）．理由は，PISAで
は例年健康に関する設問を設けているため，同じ項目を
使用しての調査は，二次分析を行った際に比較が可能に
なるからである．
PISA２０１２において質問されていた項目には，「数学の

授業で私がどのぐらいよくがんばっているのかを言う」
のように，「意見発表の機会がある」などの項目と比較
して保健授業での授業方法を想定し難い項目も含まれて
いた．そのため，他の調査５）を参考にしながら，最終的
には「グループワークがある」など１３項目を設定した．
３）保健授業での授業態度
授業態度として，児童生徒には「自分の授業態度につ

いて授業者に思われていそうなこと」を質問した．つま
り，回答者である児童生徒が，自分の保健授業を担当す
る教員に，自分の授業態度についてどのように思われて
いると思うのかを質問している．
質問項目を選定する際には，すでに保健授業を担当す

る者から報告のあった児童生徒の授業態度１３）や，教員志
望者１４）１５）が持つ保健授業のイメージから抽出された「興
味を示さない」，「児童が真剣」などの項目を参考にし，
最終的には「よく話を聞いていると思われている」，「眠

たそうだと思われている」など９項目を設定した．
３．統計解析
１）分析の手順
各変数の因子構造を明らかにするために探索的因子分

析（最尤法，プロマックス回転）を行い，抽出された因
子の適合度を確認するために確証的因子分析を実施した．
本研究で取り扱うのは「階層データ」であるため，各因
子の級内相関係数２３）を算出し，その後マルチレベル分析
を用いた．マルチレベル分析の推定法は制限付き最尤法
（restricted maximum likelihood）を採用し，分析モデ
ルはランダム切片モデル（random intercepts model）
とした．なお，ダミー変数および従属変数以外はその児
童生徒が所属する学級の平均値を使用してセンタリング
（group mean centering）し，センタリングされた因
子を用いて各交互作用項を作成している．さらに，マル
チレベル分析において交互作用が９５％の信頼区間で有意
だった場合，下位検定として単純傾斜検定を実施した２４）．
２）欠測データ
分析対象とした８９１人の回答には，欠測値（missing

value）があったため，欠測の発生状況から欠測が発生
したメカニズムをMAR（Missing at Random）と仮定
し，欠測データの処理を行った．
具体的には，探索的因子分析には完全情報最尤法を採

用した．続いて，質問項目および因子の平均値は確定的
回帰代入法（deterministic regression imputation），標
準偏差は確率的回帰代入法（stochastic regression impu-
tation）によって算出した．なお，その際に作成した
データセットはそれぞれ１つである．また，因子間の相
関係数，各因子の級内相関係数の算出および，確証的因
子分析・マルチレベル分析には多重代入法を採用した．
なお，多重代入法の際に使用するパッケージはFCSアル
ゴリズム（fully conditional specification）によって多重
代入法を行うmice３．３．０２５）を用い，補完の際には分析対
象となったすべての項目を補助変数とした．また，特に
記載のない限り，代入済みデータを１００個作成し，それ
ぞれのデータセット上で分析を行い，最終的に１つの結
果に統合している２６）．ただし，各変数および因子の信頼
性係数であるω係数は欠測データを処理する前のデータ
で算出した値である．また，マルチレベル分析の際には，
項目レベルで多重代入を行い，代入済みのデータセット
で因子および交互作用項の作成，変数のセンタリングを
行ってから分析を実施している．
なお，本研究においては，いずれの分析も統計用ソフ

トＲ（ver３．５．１）を使用している．

Ⅲ．研究結果

１．各変数の構成と基本統計量および因子間相関，
級内相関係数
各変数の探索的因子分析の結果，情意では３因子，授

業態度では２因子，授業方法では２因子が抽出された．
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なお，探索的因子分析の際には因子負荷量が０．４０を下回
る項目を削除しながら実施した．
まず，情意の因子構造を表２に示した．各因子の特徴

をブルーム・タキソノミーに照らし合わせてみると，第
１因子は「反応」に，第２因子は「価値づけ」，第３因
子は「価値あるいは価値複合体による個性化」に該当す
る．しかし，それぞれの言葉の意味をよりわかりやすく
表現するため，児玉らの分類２７）を参考にして第１因子を
「情緒的側面」，第２因子を「認知的側面」，第３因子を
「行動的側面」と命名した．
次に，授業態度の因子構造を表３に示す．この２つの

因子を比べてみると，第１因子は一般的に良い授業態度
で，第２因子は良いとは言い難い授業態度といえる．そ
のため，表現をシンプルにする意図もあり，第１因子を
「良い授業態度」，第２因子を「悪い授業態度」と命名
した．
最後に，授業方法の因子構造を表４に示した．因子名

を決定するにあたっては，授業者が一方的に話し続ける
授業を指す「講義型」の授業と比較した際の各因子の特
徴から命名した．そのため，第１因子は児童生徒が意見
を発表する機会が設けられている授業が想起されること
から「発表型」と命名し，第２因子は授業者の話を聞い

表２ 情意領域の探索的因子分析

因子名・質問項目
平均値

（標準偏差）
因子負荷

共通性
F１ F２ F３

F１：情緒的側面（ω＝０．７１）
授業は楽しい ２．６３（１．００） ０．７１ －０．０２ ０．０７ ０．５６
授業は分かりやすい ３．１４（０．７７） ０．６６ ０．１４ －０．１０ ０．４７
授業を受けたいと思う ２．８９（０．８６） ０．５２ ０．０３ ０．２０ ０．４６
授業の内容は簡単である ２．７５（０．８６） ０．４７ －０．１ －０．０９ ０．１５
F２：認知的側面（ω＝０．６９）
授業では健康や安全について大切なことが分かるようになる ３．４９（０．６６） ０．０４ ０．８３ －０．０５ ０．６７
授業では健康や安全について新たな発見がある ３．２６（０．７９） ０．０６ ０．５５ ０．１０ ０．４５
授業では指示に従う ３．７４（０．５１） －０．０５ ０．４６ ０．０４ ０．２１
F３：行動的側面（ω＝０．８３）
健康や安全に必要なことは何かと考えている ２．８３（０．８８） －０．０３ －０．０２ ０．７９ ０．５７
授業を通して健康や安全について自分なりの価値観が身についた ２．７８（０．９２） －０．０１ －０．０４ ０．７５ ０．５２
授業で身に付けた知識を使って健康や安全に活かしている ２．９２（０．８８） －０．０２ ０．１２ ０．６８ ０．５７
授業を通して健康や安全について主体的に勉強しようと思った ２．５９（０．９２） ０．１６ －０．０４ ０．６５ ０．５４

削除した項目
授業が始まったら授業に必要なものを机に出しておく ３．７０（０．６０）
授業は健康や安全の役に立つ ３．４４（０．７１）
授業では健康や安全に関する話を積極的に聞く ３．４０（０．６９）
授業で習うことは知らなかったことが多い ３．２６（０．８５）
授業では授業者の話す内容を書きとめる ３．１１（０．９０）

表３ 授業態度の探索的因子分析

因子名・質問項目
平均点

（標準偏差）
因子負荷量

共通性
F１ F２

F１：良い授業態度（ω＝０．８０）
よく話を聞いていると思われている ２．７８（０．８７） ０．７８ ０．０６ ０．６３
良い授業態度だと思われている ２．６１（０．８６） ０．７３ ０．０９ ０．５７
興味を持っていると思われている ２．３１（０．９０） ０．６４ －０．０８ ０．３９
よくメモを取っていると思われている ２．２２（０．９３） ０．６０ －０．０３ ０．３５
授業の内容を生活に活かそうとしていると思われている ２．３１（０．８８） ０．５６ －０．０２ ０．３１
F２：悪い授業態度（ω＝０．７５）
眠たそうだと思われている ２．２１（１．００） －０．０５ －０．８２ ０．６９
暇そうにしていると思われている ２．２４（０．９４） －０．０５ －０．８１ ０．６７
否定的な感情を持たれている １．５６（０．７５） ０．０５ －０．４４ ０．１９

削除した項目
興味を持っていると思われている １．９０（０．８２）
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たり授業内外で学習課題に取り組んだりする授業が想起
されることから先行研究２８）を踏襲して「聴講演習型」と
命名した．
続いて，抽出された因子が各概念を構成するうえでの

適合度を把握するために確証的因子分析を実施し，因子
の信頼性を明らかにするために信頼性係数McDonaldの
ω係数を算出した．確証的因子分析の結果をみると，そ
れぞれモデルとして許容できる適合を示したといえる
（情意；χ２＝１１９．６２，自由度＝４９．００，CFI＝０．９６３，
RMSEA＝０．０４６［９０％信頼区間：０．０３７―０．０５６］．授業
態度；χ２＝１０８．０２，自由度＝１８．００，CFI ＝０．９３０，
RMSEA＝０．０７５［９０％信頼区間：０．０６４―０．０９１］．授業

方法；χ２＝５０．０１，自由度＝４２．００， CFI ＝０．９７７，
RMSEA＝０．０１５［９０％信頼区間：０．０１８―０．０４０］）．また，
各変数・因子の信頼性係数についても，ω係数は０．６９か
ら０．８３であり許容範囲の値であった．
最後に，表５には，各因子の平均値，標準偏差，級内

相関係数，欠測割合，相関行列を示した．級内相関係数
のうち最も大きな値は０．２４８だったが，この値をHox
（２０１８）２９）に倣って有効なサンプルサイズ（effective sam-
ple size）を算出してみると，その値は９６．３２となる．こ
の結果を，サンプルの独立性の仮定やタイプⅠエラーを
引き起こす確率から考えると，以降の分析では階層線形
モデルを採用する必要性が高い．そのため，以降の分析

表４ 授業方法の探索的因子分析

因子名・質問項目
平均値

（標準偏差）
因子負荷量

共通性
F１ F２

F１：発表型（ω＝０．７０）
考えを発表するように求められる ２．８７（０．８１） ０．８７ －０．１１ ０．６３
学習目標が示される ２．９９（０．７８） ０．５５ ０．０９ ０．３８
意見発表の機会がある ３．０６（０．８７） ０．５４ ０．０７ ０．３５
F２：聴講演習型（ω＝０．８１）
小テストや試験のねらいが説明される ２．３３（０．９３） －０．０６ ０．７１ ０．４４
次回までの課題が出る ２．１４（０．９４） －０．１２ ０．７１ ０．４０
授業の活動やテーマ設定に児童生徒がかかわる ２．１６（０．８８） －０．１７ ０．６８ ０．３３
理解度に合わせて課題を出す ２．４６（０．９１） ０．１４ ０．５６ ０．４３
授業者は学習の手助けをしてくれる ２．７９（０．８６） ０．１８ ０．５６ ０．４８
教科書に書かれていることについて「なぜそうなるのか」という部分まで説明がある ２．７５（０．８６） ０．１１ ０．４９ ０．３２
グループワークがある ２．１７（１．０１） －０．０４ ０．４３ ０．１７
授業の始めに前回のまとめをする ２．７２（０．９２） ０．１６ ０．４３ ０．３１

削除した項目
授業者は児童生徒の理解度を確認する質問をする ２．９３（０．８２）
授業者は整然と授業を進める ２．７０（０．８８）

表５ 分析に使用する因子の平均値，標準偏差，級内相関係数，欠測割合および相関行列

平均値
（標準偏差）

級内相関係数 欠測割合
情緒的
側面

認知的
側面

行動的
側面

良い
授業態度

悪い
授業態度

発表型

情緒的側面
２．８６
（０．６３）

０．０６１ ３．７０％

認知的側面
３．５０
（０．５２）

０．０５２ ４．７１％ ０．４１

行動的側面
２．７８
（０．７３）

０．０９４ ６．５１％ ０．５２ ０．５５

良い授業態度
２．４５
（０．６６）

０．１４４ ４．６０％ ０．３３ ０．３０ ０．４３

悪い授業態度
２．００
（０．７３）

０．０７３ ４．９４％ －０．１７ －０．２６ －０．１３ －０．１６

発表型
２．８０
（０．６４）

０．２４７ １４．３７％ ０．３９ ０．３２ ０．３４ ０．３０ －０．２３

聴講演習型
２．４４
（０．６０）

０．２４８ １３．８０％ ０．３６ ０．２１ ０．３７ ０．３８ －０．１１ ０．５５

相関係数はPearsonの積率相関係数
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ではマルチレベル分析を採用した．
２．情意と授業方法，授業態度の関連
表６～８には，マルチレベル分析の結果を示した．各

表のモデル３および５をみると，いずれも良い授業態度
は悪い授業態度と比べて関連が大きく，バラツキも小さ
かった．また，悪い授業態度については，行動的側面と
の関連が特に小さかった．続いて，モデル４および５を
みると，発表型の授業は聴講演習型の授業に比べて情意
との関連が大きく，バラツキも小さかった（表７）．ま
た，聴講演習型は，認知的側面との関連が特に小さかっ
た．最後に，モデル６では，認知的側面を従属変数とし

た場合の良い授業態度と発表型の交互作用項，行動的側
面を従属変数とした場合の良い授業態度と発表型の授業
の交互作用項および良い授業態度と聴講演習型の授業の
推定値が９５％信頼区間において有意な値であったため，
単純傾斜検定を行った．
単純傾斜検定の結果は図１～３の通りである．まず，

図１および２にある通り，良い授業態度と発表型の交互
作用は同じ傾向を持っていた（図１：良い授業態度の得
点が高い場合；推定値＝０．０７，９５％信頼区間：－０．０２―
０．１６．良い授業態度の得点が低い場合；推定値＝０．２０，
９５％信頼区間：０．１２―０．２９）（図２：良い授業態度の得

表６ マルチレベル分析による情緒的側面と授業方法，授業態度との関連

独立変数 従属変数：情緒的側面

モデル１ モデル２ モデル３ モデル４ モデル５ モデル６

推定値
（９５％信頼区間）

切片
１１．５０

（１１．１５，１１．８５）
１２．３７

（１１．８０，１２．９５）
１２．３３

（１１．７５，１２．９１）
１２．２７

（１１．６７，１２．８７）
１２．２９

（１１．６６，１２．９１）
１２．２９

（１１．６６，１２．９２）
性別（ref：女子） ref ref ref ref ref

男子
－０．０１

（－０．３５，０．３３）
－０．０２

（－０．３４，０．３１）
－０．０２

（－０．３６，０．３２）
０．０２

（－０．３２，０．３６）
０．０３

（－０．３１，０．３７）
校種（ref：小学生） ref ref ref ref ref

中学生
－０．９３

（－１．６３，－０．２３）
－０．９６

（－１．６８，－０．２５）
－０．９２

（－１．６２，－０．２１）
－１．００

（－１．７４，－０．２６）
－１．０１

（－１．７５，－０．２７）

高校生
－１．４９

（－２．２２，－０．７６）
－１．４２

（－２．１７，－０．６７）
－１．３６

（－２．１０，－０．６３）
－１．４１

（－２．１８，－０．６４）
－１．４１

（－２．１８，－０．６４）
授業態度

良い授業態度
０．２４

（０．２０，０．２９）
―

０．１８
（０．１２，０．２３）

０．１８
（０．１２，０．２３）

悪い授業態度
－０．１３

（－０．２０，－０．０５）
―

－０．１０
（－０．１７，－０．０２）

－０．０９
（－０．１８，－０．０１）

授業方法

発表型
０．２３

（０．１３，０．３３）
０．１７

（０．０７，０．２７）
０．１７

（０．０７，０．２７）

聴講演習型
０．０８

（０．０５，０．１２）
０．０７

（０．０３，０．１０）
０．０７

（０．０３，０．１０）
交互作用項
良い授業態度＊
発表型

－０．０１
（－０．０４，０．０２）

良い授業態度＊
聴講演習型

０．０２e－１
（－０．０１，０．０１）

悪い授業態度＊
発表型

－０．０３e－１
（－０．０４，０．０４）

悪い授業態度＊
聴講演習型

０．０１e－１
（－０．０１，０．０１）

分散（標準誤差）

切片の
クラス間分散

０．６１０
（０．０３）

０．３１９
（０．０１９）

０．３５５
（０．０２０）

０．２７４
（０．０１８）

０．３２９
（０．０１９）

０．３２７
（０．０１９）

同じクラス内の
児童生徒間の分散

５．８９９
（０．０８）

５．８８０
（０．０８１）

５．１２８
（０．０７６）

５．１０８
（０．０７６）

４．６９９
（０．０７３）

４．７２５
（０．０７３）

級内相関係数 ０．０９４ ０．０５１ ０．０６５ ０．０５１ ０．０６５ ０．０６５
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点が高い場合；推定値＝０．０３，９５％信頼区間：－０．１４―
０．２０．良い授業態度の得点が低い場合；推定値＝０．２７，
９５％信頼区間：０．１２―０．４２）．すなわち，発表型の授業
を行うことは，良い授業態度とそうではない授業態度の
児童生徒の間にある情意の得点差を縮小する可能性が示
唆された．一方で，図３にある通り，行動的側面を従属
変数とした場合の良い授業態度と聴講演習型の授業の交
互作用をみると，良い授業態度の得点が高い場合の方が
聴講演習型の推定値が高くなる傾向にあった（図３：良
い授業態度の得点が高い場合；推定値＝０．１２，９５％信頼
区間：０．０６―０．１８．良い授業態度の得点が低い場合；推

定値＝０．０４，９５％信頼区間：－０．０２―０．１０）．すなわち，
授業態度による行動的側面の得点の差が，聴講演習型の
授業によって拡大される可能性を示唆する結果である．

Ⅳ．考 察

保健授業は児童生徒から大切な学習と評価される一方
で，楽しい学習とは評価されてこなかった５）．また，そ
ういった傾向については，児童生徒の授業態度を通して
保健授業を担当している者も把握していたが１３），その要
因は明らかにされてこなかった．本研究では児童生徒の
より良い情意形成の要因を授業方法と授業態度の関係性

表７ マルチレベル分析による認知的側面と授業方法，授業態度との関連

独立変数 従属変数：認知的側面

モデル１ モデル２ モデル３ モデル４ モデル５ モデル６

推定値
（９５％信頼区間）

切片
１０．４９

（１０．３１，１０．６７）
１０．７３

（１０．３７，１１．１０）
１０．６９

（１０．３２，１１．０５）
１０．５４

（１０．１５，１０．９４）
１０．５１

（１０．１２，１０．９１）
１０．５５

（１０．１６，１０．９４）
性別（ref：女子） ref ref ref ref ref

男子
－０．３５

（－０．５６，－０．１３）
－０．３０

（－０．５０，－０．０９）
－０．３６

（－０．５８，－０．１４）
－０．２９

（－０．５０，－０．０７）
－０．２６

（－０．４７，－０．０４）
校種（ref：小学生） ref ref ref ref ref

中学生
０．０５

（－０．３９，０．５０）
０．０７

（－０．３７，０．５２）
０．２１

（－０．２５，０．６８）
０．２１

（－０．２５，０．６８）
０．２０

（－０．２６，０．６６）

高校生
－０．３２

（－０．７８，０．１４）
－０．２０

（－０．６６，０．２７）
－０．０１

（－０．５０，０．４７）
－０．０２

（－０．５１，０．４７）
－０．０６

（－０．５４，０．４２）
授業態度

良い授業態度
０．１２

（０．０９，０．１５）
―

０．０８
（０．０５，０．１２）

０．０９
（０．０５，０．１２）

悪い授業態度
－０．０１

（－０．０６，０．０３）
―

－０．１１
（－０．１６，－０．０６）

－０．１１
（－０．１６，－０．０６）

授業方法

発表型
０．１９

（０．１３，０．２５）
０．１４

（０．０８，０．２０）
０．１４

（０．０８，０．２０）

聴講演習型
０．０２

（－０．０５e－１，０．０４）
０．０１

（－０．０１，０．０３）
０．０１

（－０．０１，０．０３）
交互作用項
良い授業態度＊
発表型

－０．０２
（－０．０４，－０．０２－e１）

良い授業態度＊
聴講演習型

０．００
（－０．０２e－１，０．０１）

悪い授業態度＊
発表型

０．０１
（－０．０１，０．０４）

悪い授業態度＊
聴講演習型

－０．０４e－１
（－０．０１，０．０１）

分散（標準誤差）

切片の
クラス間分散

０．１３０
（０．０１２）

０．１２８
（０．０１２）

０．１３５
（０．０１２）

０．１２４
（０．０１２）

０．１３１
（０．０１２）

０．１２２
（０．０１２）

同じクラス内の
児童生徒間の分散

２．３３９
（０．０５１）

２．３１４
（０．０５１）

２．０１１
（０．０４８）

２．０５６
（０．０４８）

１．９０３
（０．０４６）

１．８９６
（０．０４６）

級内相関係数 ０．０５２ ０．０５２ ０．０６３ ０．０５７ ０．０６５ ０．０６
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から検討した．
１．情意と授業方法の関連
まず，情意の探索的因子分析の結果，保健授業におけ

る児童生徒の情意は情緒的側面，認知的側面，行動的側
面の３因子構造となった．この結果をブルームタキソノ
ミー１８）と照らし合わせると，第１因子は「反応」に，第
２因子は「価値づけ」，第３因子は「価値あるいは価値
複合体による個性化」に該当していた．
続いて，授業態度の探索的因子分析の結果，保健授業

における児童生徒の授業態度は，良い授業態度と悪い授
業態度の２因子構造となった．先行研究１３－１５）でも，授業

イメージは「良いか悪いか」の２つの枠組みで分析され
ていたことを踏まえると，保健授業における児童生徒の
授業態度を分析する視座としては，現段階では「良いか
悪いか」の２つに分類されるといえる．しかし，実際に
は「良いか悪いか」以外にも分類の余地があるとも考え
られるため，授業方法を分析する枠組みを「良いか悪い
か」の２つすることの是非については詳細に検討する必
要がある．
また，授業方法の探索的因子分析の結果，保健授業に

おける児童生徒の授業方法は，発表型の授業と聴講演習
型の授業の２因子構造となった．まず，第１因子は，自

表８ マルチレベル分析による行動的側面と授業方法，授業態度との関連

独立変数 従属変数：行動的側面

モデル１ モデル２ モデル３ モデル４ モデル５ モデル６

推定値
（９５％信頼区間）

切片
１１．１０

（１０．７５，１１．４６）
１１．２２

（１０．４９，１１．９４）
１１．２４

（１０．５６，１１．９１）
１１．００

（１０．２９，１１．７１）
１１．１９

（１０．４５，１１．９２）
１１．２１

（１０．５５，１１．８７）
性別（ref：女子） ref ref ref ref ref

男子
０．１１

（－０．４２，０．６４）
０．０６

（－０．３３，０．４４）
－０．０９

（－０．４９，０．３２）
－０．０７

（－０．４７，０．３２）
－０．０３

（－０．４３，０．３６）
校種（ref：小学生） ref ref ref ref ref

中学生
０．０８

（－０．７９，０．９５）
０．１１

（－０．７０，０．９２）
０．１７

（－０．６６，０．９９）
－０．０４

（－０．９１，０．８２）
－０．１３

（－０．９９，０．７４）

高校生
－０．６５

（－１．５５，０．２６）
－０．６４

（－１．４８，０．２１）
－０．２７

（－１．１３，０．５９）
－０．４８

（－１．３８，０．４２）
－０．５５

（－１．４５，０．３６）
授業態度

良い授業態度
０．３４

（０．２８，０．４０）
―

０．２６
（０．２０，０．３２）

０．２８
（０．２１，０．３４）

悪い授業態度
－０．０７

（－０．１５，０．０２）
―

－０．０３
（－０．１２，０．０７）

０．０２e－１
（－０．０９，０．１０）

授業方法

発表型
０．２３

（０．１１，０．３４）
０．１６

（０．０５，０．２８）
０．１５

（０．０４，０．２６）

聴講演習型
０．１２

（０．０７，０．１６）
０．０８

（０．０３，０．１３）
０．０８

（０．０３，０．１３）
交互作用項
良い授業態度＊
発表型

－０．０４
（－０．０７，－０．０２e－１）

良い授業態度＊
聴講演習型

０．０１
（０．０２e－２，０．０２）

悪い授業態度＊
発表型

－０．０１
（－０．０６，０．０３）

悪い授業態度＊
聴講演習型

－０．０１
（－０．０３，０．０１）

分散（標準誤差）

切片の
クラス間分散

０．５３１
（０．０２４）

０．４８５
（０．０２３）

０．４１９
（０．０２２）

０．３５３
（０．０２０）

０．４３８
（０．０２２）

０．４３７
（０．０２２）

同じクラス内の
児童生徒間の分散

８．２３５
（０．０９６）

８．２２２
（０．０９６）

６．８６２
（０．０８８）

７．０８２
（０．０８９）

６．３５４
（０．０８４）

６．３０４
（０．０８４）

級内相関係数 ０．０６１ ０．０５６ ０．０５８ ０．０４７ ０．０６５ ０．０６５
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分が考えていることや知り得ることを発表する活動に関
する因子であり，第２因子はまだ知らないことを教わっ
たり，すでに持っている考えや知識を活かして課題に取
り組んだりする因子である．そのため，保健授業の授業
方法を大きく二分すると，何かを発表する方法と話を聞
いたり何かに取り組んだりする方法に分類される可能性
が示唆された．
これらの因子について，マルチレベル分析によって関

係性を検討してみたところ，情意に対する授業方法の推
定値はいずれもプラスであった．これは，どの校種に対
しても，発表型の授業や課題学習型の授業が授業の楽し
さの変化にプラスの影響を及ぼす先行研究１２）と同じ傾向
といえる．また，保健授業においては発表型の授業の方
が聴講演習型の授業よりも情意との関連が大きいことも
同様に，事前課題を課した群とそうでない群において保
健授業評価票の得点にあまり差が認められなかった先行
研究１０）と同じ傾向といえる．そのため，本研究からは，
発表型も聴講演習型も情意へプラスの関連があるものの，
まずは，発表型の授業を日常的に行うようにすることの
方が有益である可能性が示唆された．なお，表５の記述
統計量では，聴講演習型の授業は発表型の授業よりも低
い実施傾向を示したが，これは聴講演習型の授業による
児童生徒の情意への関連が相対的に小さいことが一因と
して考えられる．つまり，関連が小さいため，授業者が
実施してこなかったということである．しかし，この点
について本研究で明らかにするには限界があるため，今
後の調査が待たれる．
続いて，授業方法の推定値を校種や授業態度，すなわ

ち授業の外的な条件の推定値と比較すると，総じて校種
や授業態度の推定値の方が大きくなる結果であった．す
でに，児童生徒の性別や学年，社会階層の推定値が授業
方法の推定値を上回ることは指摘１２）２８）されていたが，保
健授業においても同様の傾向にある可能性が示唆された．
これに関連し，保健授業では情緒的側面に対する校種の
推定値が特に大きくなる傾向があった．この結果は，保
健授業においては，授業を担当する者のうちで保健授業
に対して否定的なイメージをする者の割合は小学校教諭
よりも中学校教諭や高等学校教諭の方が高い１３）ことや，
授業を楽しいと回答する割合は小学生よりも中学生・高
校生の方が低率を示すこと５）など，一連の先行研究の結
果を支持するものである．しかし，校種は介入不可能な
要因であることから，今後はそれぞれの校種に内在する
保健授業へ否定的な影響を与える要因を同定していく必
要がある．
２．授業方法と授業態度の交互作用
授業方法と授業態度の交互作用が９５％信頼区間におい

て有意な値となったのは，行動的側面と認知的側面を従
属変数とした場合のみであり，情緒的側面においてはい
ずれも推定値が小さく，バラツキも大きかった．また，
児童生徒の情緒的側面に関連する要因を児童生徒の特性

図１ 認知的側面における良い授業態度と発表型の交互作用

図２ 行動的側面における良い授業態度と発表型の交互作用

図３ 行動的側面における良い授業態度と聴講演習型の交互
作用
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と授業方法から検討している研究をみても１２），多くの組
み合わせにおいて推定値が小さいなどして同様の傾向が
みられた．その一方で，授業の楽しさに影響を与える要
因は生徒が所属するコースによって異なることが明らか
にされている３０）．すなわち，情緒的側面に対する授業方
法の影響を左右する要因は，児童生徒の特性だけではな
く児童生徒が所属する集団の特性も存在するため，本研
究においては児童生徒自身が持つ特性のみならず授業を
実施する集団がどのような特性を持っているのかを考慮
する必要があったといえる．そのため，本研究では，保
健授業における児童生徒の情緒的側面を改善するために
児童生徒の特性から適切な授業方法を明らかにすること
の難しさが示されたと考えられる．
一方で，授業態度の違いによる授業方法と情意の関係

性には，良い授業態度とそうではない児童生徒の間にあ
る情意の得点の差が小さい場合（図１・２）と大きい場
合（図３）があった．このように，特定の授業方法が児
童生徒の間にある差を広げる可能性があることはすでに
指摘されていたことだが１２）２８），本研究を通して保健授業
においても例外ではないことが明らかになった．この結
果は児童生徒の特性として授業態度を検討した場合に留
まるかもしれないが，児童生徒の特性は授業態度のみで
とらえられるものではなく，それ以上に多様である．そ
のため，授業方法が児童生徒の間にある差を拡大する要
因とならないためにも，今後の保健授業の研究において
は授業方法の影響を児童生徒の特性が左右する側面につ
いても明らかにしていく必要があろう．それは，授業方
法が集団全体に対してプラスの影響を及ぼしていたとし
ても，児童生徒の特性による差を拡大している可能性が
あるからである．

Ⅴ．研究の限界

本研究は，児童生徒の情意に関連する要因を明らかに
する上での基礎的な資料を手にすることを目指した．そ
のため，本研究の知見を応用するにあたって想定されう
る限界を３つ示す．１つ目は，サンプルがＸ県内の公立
校に在籍する児童生徒に限定されていることである．保
健授業が実施されるのはＸ県内だけでも公立校だけでも
ないため，得られた知見を一般化するには注意が必要で
ある．２つ目は，本研究で用いた変数や因子の妥当性や
モデルの適合度，信頼性についてである．まず，本研究
では各変数を構成するにあたって探索的・確証的因子分
析を行っているものの，調査項目の妥当性を高める必要
性が残されているため，各変数の定義を変えた場合に異
なる結果が出る可能性があることがあげられる．さらに，
モデルの適合度は必ずしも良好とはいえない３１）ことや，
信頼性についても値が十分ではない３２）ことも考慮するな
らば，質問項目の構成を再検討する余地があることもあ
げられる．３つ目は，本研究は横断的な研究デザインで
実施されたものであることから，因果関係を示すもので

はないことである．

Ⅵ．結 論

児童生徒の情意と授業方法には関連があり，行動的側
面および認知的側面においては授業態度との交互作用も
示唆された．発表型の授業は，良い授業態度で授業に臨
んでいる児童生徒とそうではない児童生徒の間にある認
知的側面と行動的側面の得点の差を縮める効果を示した
ものの，聴講演習型の授業は授業に良い授業態度で臨ん
でいる児童生徒とそうではない児童生徒の間にある認知
的側面の得点の差を広げることが示唆された．
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Ⅰ．緒 言

１９９５年に発生した兵庫県南部地震は，阪神・淡路大震
災１）を引き起こし，都市直下型地震として甚大な被害を
もたらした．わが国では，これまで東海地震，東南海・
南海地震をはじめ，大規模地震の発生が懸念されている
こともあり，建物の倒壊防止等の耐震対策に加え，自主
防災組織の結成や学校防災教育の充実等の対策が進めら
れてきた．自治体においても，ハザードマップや防災マ
ニュアルの作成等，子どもを自然災害から守るための安
全な学校づくりを目指した活動が推進されてきた．しか
しながら，２０１１年３月１１日に発生した東日本大震災２）で
は，想定を大きく上回る地震・津波により，必ずしもこ
うした防災体制や取り組みが十分に機能せず，多くの子
どもが犠牲となった学校もあった．
よってその後，子どもの生命を預かり，また地域の防

災機能を担う学校の重要性３）が再認識されると共に，沿
岸部や河口域にあるリスクの大きい学校では東日本大震
災の教訓を踏まえて最大限の備えをしなければならない
ことが示唆された４）．とりわけ，近い将来に地震・津波
襲来の可能性が高いと指摘されている東南海地域沿岸部
に所在する小・中学校を対象にした調査５）では，回答の
あった８１５校のうち，立地的に津波ハイリスク校と想定
される学校（海岸から１km以内・海抜が５m以内・近
隣に避難可能な高台なし・ハザードマップで津波浸水域
内の４条件該当）が小・中学校で計６．１％（５０校）存在
すると報告している．そのため，被災地はもとより，巨
大地震や津波の恐れのある学校を中心に自然災害に対す

る更なる備えとその見直しが行われ，学校防災体制と防
災教育の充実を図る数々の提案６－９）や取り組み１０）１１）が全国
的に進められてきた．
しかし，その震災発生から既に７年が経過し，こうし

た学校防災の取り組みについて，教育現場では風化の兆
候や温度差が生じているとも言われている．加えて，津
波に対する学校防災への意識や備えがどうなっているか，
進展しているのかどうか，先の震災で少なからず被災し
た東北地域のその後の学校防災の実態調査や東日本大震
災の教訓を基にした東南海地域におけるその後の実態調
査の報告は見られない．
そこで本研究は，東日本大震災を経験した東北３県

（岩手・宮城・福島）の沿岸部の小学校及び南海トラフ
の地震・津波の発生が予測されている東南海地域７県
（神奈川・静岡・愛知・三重・和歌山・徳島・高知）の
沿岸部の小学校における７年後の津波防災に関する実態
と課題について把握しようと試みたものである．なお，
東北地域は初の調査であるが，東南海７県に関しては，
震災から２年経過後に実施した調査５）で回答のあった学
校に対してほぼ同様の調査を行うこととした．そのため，
今回は東日本３県と東南海７県の学校防災に関する実態
及びその比較と共に，東南海地域の学校の２年後と７年
後の比較も一部試みた．仮説的に意図したことは，東北
の３県調査では，かの大震災の経験がどのように教訓化
され今後の学校防災への備えに繋がっているか，東南海
地域の７県調査では，被災経験のある東北地域の学校と
比較して学校防災上の備えはどうなのか，また５年前の
調査と比べてどうなのか，という点について検討するこ
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表１ 東北地域の調査対象校

岩 手 宮 城 福 島 計

発 送 校 数 ６６ ９５ ３７ １９８

回 収 校 数 ４１ ６８ ２３ １３２

回収率（％） ６２．１ ７１．６ ６２．２ ６６．７

表２ 東南海地域の調査対象校と回収率

神奈川 静岡 愛知 三重 和歌山 徳島 高知 計

発 送 校 数 ６０ ９１ １１０ ８２ ５１ ３１ ６２ ４８７

回 収 校 数 ２３ ４６ ５４ ５２ ３３ ２１ ４０ ２６９

回収率（％）３８．３ ５０．５ ４９．１ ６３．４ ６４．７ ６７．７ ６４．５ ５５．２

とを主な目的とした．

Ⅱ．方 法

１．調査対象
東日本大震災から約７年後の東北地域（３県）及び東

南海地域（７県）の沿岸部の小学校を対象とした．東北
地域は，被災の大きかった岩手，宮城，福島の３県とし，
先の震災では海岸線から約４kmまで津波被災が発生し
ていたことから，４km以内にある学校を対象とした．
東南海地域の学校については，震災から２年後（今回調
査から５年前）に実施した調査５）で，回答のあった小学
校とした（調査は約１，４００校を対象とし，小・中学校８１５
校から回答を得ているが，その内小学校は５２０校であっ
た）．なお，その後の統廃合や移転等により，東北と同
様に海岸線から４km以内の４８７校を対象とした．
２．調査時期
２０１８年３月に調査票を各校に郵送にて配布し，同年４
月上旬までに記入・返送してもらった．調査期間は概ね
１ヶ月であった．
３．調査内容・項目
地域によって一部調査項目は異なるが，以下を調査内

容とした．
１）両地域対象校の基本的属性
学校創立からの年数，学校規模（児童数），教職員数，

調査の記入者
２）東北地域調査での対象校の震災時に受けた被災の実
態とその後の学校の状況
震災時の被災状況，その後の学校現況，震災による人

的被災の有無
３）各校の立地条件
海岸から学校までの距離，海抜，学校近隣で海と繋が

る河川や堀の有無
４）校内及び近隣の避難場所の状況
校舎の階層，校舎屋上への避難可否，体育館内のギャ

ラリー（観覧席）の有無，学校近隣の高台の有無及び具
体的な避難場所
５）保護者・児童と学校防災の状況
校地の浸水想定状況（ハザードマップ），ハザードマッ

プに対する意識や受け止め方，ハザードマップの理解度，
学区内の浸水域の有無，津波時の保護者との取り決めの
有無，学校防災マニュアルの規定内容（津波災害への対
応等），津波発生時の児童の避難場所，学校の津波リス
クの意識及びリスクへの組織的な取り組み，津波時の子
どもの引き渡しに関する保護者との共有内容
６）津波発生時の対応に関する職員・地域との事前合意
管理職不在時の対応に関する職員間合意の有無，避難

の最終判断者，学校の住民避難場所指定の有無と校内の
指定先，学校の指定避難場所に関する住民との協議の有無
７）津波に関する防災教育や研修
震災以降の防災教育の実施状況，教職員の津波に関す

る防災の意識，行政による防災研修の実施状況
４．分析方法
各項目について，被災３県と東南海７県による単集計

での地域比較を行った．また，東南海については先行研
究５）との比較・検討も試みた．
５．倫理的配慮
質問紙郵送時に説明文書を同封し，不参加の場合でも

不利益を被らないこと等を明記し，調査協力への同意は
返送をもって得た．なお，本研究は東北生活文化大学・
同短期大学部研究倫理委員会の承認を得た（承認番号２９―
１３）．

Ⅲ．結 果

１．両地域での回収率及び回答校の概要
東北及び東南海の各県・地域における回収率は，表１

と表２のように東南海地域に比べて，東北地域の回収率
の方が１０％程度高かった．

１）回答校の属性と分布
学校創立からの年数は，東北・東南海の学校共に「１００

年以上」とした学校が東北地域，東南海地域共に半数以
上で，沿岸部に古い学校が多いことがわかる．学校規模
（児童数）では，児童数３００人未満の学校が東北地域で
約７割，東南海地域で６割弱と，共に比較的小規模校が
多かった．教職員数で見ても，「１０～２９人」の学校が東
北地域で約７割，東南海地域で６割と多かった．一方，
「１０名未満」の小規模校はいずれも少なかった．なお，
調査の記入者の内訳は，共に「教頭」が最も多く，次い
で「安全（防災）主任」，「校長」の順であったが，東南
海地域に比べて東北地域では「安全（防災）主任」がや
や高かった（表３）．
２）東北地域回答校の東日本大震災時の被災実態とその
後の状況
震災時の被災状況について，「屋上を越える津波が到

達し，校舎・体育館等は壊滅状態になった」は８校
（６．１％），「校舎（教室等）・体育館のかなりの部分が浸
水し大きな被害を受けた」は１２校（９．１％），「校舎（教

１１３鎌田ほか：東日本大震災後の東北被災地と東南海地域沿岸部の学校における津波防災



室等）や体育館の一部（１階の床上あたりまで）が浸水
し一定の被害を受けた」は１９校（１４．４％），「学校敷地内
（校庭やグランド等）まで浸水はあったが大きな被害に
は至らなかった」は１２校（９．１％），「地震の影響はあっ
たが，浸水などの津波被害はなかった」は８１校（６１．４％）
だった．その後の学校の状況に関して，校舎等施設は，
「まったく手直しすることなく使えている」２８校（２１．２％），
「清掃・修理・改修等をして復旧し使えている」７２校
（５４．５％），「しばらく非被災校での併設や仮設校舎だっ
たが，今は別地で同校を継続している」８校（６．１％），
「学校が２校以上で統合され，別地での学校となった」
７校（５．３％），「その他」１６校（１２．１％）であった．震
災による人的被災の有無では，「学校敷地内であった」
７校（５．３％），「下校中であった」１０校（７．６％），「自宅・
地域であった」３３校（２５％），「なかった」８９校（６７．４％），
「わからない」１校（０．８％）との回答であった．
２．調査回答校のハード面に関する学校防災の現状
１）東北と東南海地域の調査回答校の立地条件
①海岸から学校までの距離
東北地域の学校：１km未満が４９校（３７．１％），１～２

kmが３０校（２２．７％），２～３kmが１９校（１４．４％），３km
以上が３４校（２５．８％）であった．対象校の立地実態から
東日本大震災時の津波は，かなり広域にまで影響してい
たことがうかがえた．
東南海地域の学校：１km未満が１１６校（４３．２％），１～

２kmが５４校（２０．１％），２～３kmが３１校（１１．５％），３
km以上が６３校（２３．５％）であった（図１）．
②学校所在地の海抜
東北地域の学校：５m未満が３４校（２５．８％），５～１０

mが２６校（１９．７％），１０～２０mが２５校（１８．９％），２０m以
上が４４校（３３．３％）であった．
東南海地域の学校：５m未満が１０７校（３９．８％），５～

１０mが６３校（２３．４％），１０～２０mが４７校（１７．５％），２０m
以上が４７校（１７．５％）であった．
③学校近隣で海と繋がる河川や堀の有無
東北地域の学校で「ある」とした学校は８４校（６３．６％），

「ない」とした学校は４７校（３５．６％），東南海地域の学

表３ 回答校の属性（創立年数，児童数，教職員数，回答者）

東北（ｎ＝１３２） 東南海ｎ＝２６９

ｎ ％ ｎ ％

創
立
年
数

５０年未満 ２９ ２２．０ ３４ １２．６

５０～１００年未満 ２２ １６．７ ４５ １６．７

１００年以上 ７３ ５５．３ １４６ ５４．３

無回答 ８ ６．１ ４４ １６．４

合計 １３２ １００．０ ２６９ １００．０

児

童

数

５０～１００名未満 ４５ ３４．１ ６４ ２３．８

１００～２００名未満 ２７ ２０．５ ６０ ２２．３

２００～３００名未満 ２１ １５．９ ３０ １１．２

３００～４００名未満 １６ １２．１ ４２ １５．６

４００～５００名未満 ８ ６．１ ２２ ８．２

５００名以上 １２ ９．１ ４６ １７．１

無回答 ３ ２．３ ５ １．９

合計 １３２ １００．０ ２６９ １００．０

教

職

員

数

１０名未満 ４ ３．０ １４ ５．２

１０～１９名 ５３ ４０．２ ９６ ３５．７

２０～２９名 ４３ ３２．６ ７２ ２６．８

３０～３９名 １９ １４．４ ４８ １７．８

４０名以上 １０ ７．５ ３３ １２．３

無回答 ３ ２．３ ６ ２．２

合計 １３２ １００．０ ２６９ １００．０

記
入
者
の
役
職

校長 ８ ６．１ ４４ １６．４

教頭 ６８ ５１．５ １３０ ４８．３

安全（防災）主任 ５０ ３７．９ ７４ ２７．５

その他 ６ ４．５ １６ ５．９

無回答 ０ ０ ５ １．９

合計 １３２ １００．０ ２６９ １００．０

図１ 学校所在地の海岸からの距離
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校で「ある」とした学校は１７９校（６６．５％），「ない」と
した学校は８８校（３２．７％）であった（図２）．
２）校内および近隣の避難場所の状況
①校舎の階層
東北地域では１・２階建の低層階の学校が３７校

（２８．０％）なのに対して，東南海地域では４６校（１７．１％）
とやや少なく，逆に３・４階建以上の高層階の学校は東
南海地域の方が多く，３階が６３．６％，４階以上が１８．２％
であったのに対して，東北地域では５６．１％と１５．２％とや
や少なかった．
②校舎の屋上への避難の可否
東北地域の学校は「可能」が５８校（４３．９％）で「不可

能」が７３校（５５．３％）であったのに対し，東南海地域の
学校は「可能」が１４０校（５２．０％）で「不可能」が１２９校
（４８．０％）であった．
③体育館内のギャラリー（観覧席）の有無
東日本大震災の際に体育館に避難した後，ギャラリー

に登り救われた学校があったため１２），その有無について
調査したところ，「ある」とした学校は東北地域の学校
では７９校（５９．８％）であったのに対して，東南海地域の
学校では６７校（２４．９％）と少なかった．
④学校近隣の避難高台の有無
東北地域の学校：学校以外の近隣に高台が「ある」と

したのは５２校（３９．４％），「学校が高台」としたのが６６校
（５０．０％），「ない」としたのが１２校（９．１％）であった．
東南海地域の学校：学校以外の近隣に高台が「ある」

としたのは１２０校（４４．６％），「学校が高台」としたのが９４
校（３４．９％），「ない」としたのが５０校（１８．６％）であった．
両地域の学校共に，学校以外の近隣に高台の避難場所

のある学校は４割前後であった．その具体的な場所につ
いて「丘・山林」と回答した学校が東北地域で２８校
（５３．８％），東南海地域で８１校（６７．５％）と多く，その
他の「契約避難ビル」や「避難タワー」は，東北地域で
３校（５．７％），東海地域で１０校（８．３％）であった．そ
の場所までの距離は６００m以内（東北地域３８校，東海地
域７４校），所要時間が１５分未満とした学校（東北地域４０
校，東南海地域８０校）が６～８割を占めた．その避難路

は「階段」や「山道」（東北地域２５校，東南海地域８９校）
の他，「けもの道」とした学校（東北地域１校，東南海
地域５校）もあった．
３．調査結果から見たソフト面における学校防災上の現状
１）ハザードマップと津波防災の現状
①東北地域の学校における東日本大震災時のハザード
マップの把握
東日本大震災時にハザードマップで「浸水域になって

いて津波が来た」と回答した学校は４２校（３１．８％），「浸
水域になっていなくて津波が来た」とした学校が２３校
（１７．４％），「わからない」が５０校（３７．９％），「無回答」
が１７校（１２．９％）であった．
②東北地域の学校における現在のハザードマップの状況
「震災前も今も津波の浸水域である」とした学校が２７
校（２０．５％），「震災前は浸水域外だったが今は浸水域で
ある」が１５校（１１．４％），「震災前は浸水域だったが今は
浸水域外である」が２校（１．５％），「震災前も今も浸水
域外である」が６５校（４９．２％），「わからない」が１０校
（７．６％），「無回答」が１３校（９．８％）であった．「浸水
域外」とした学校は約半数であった．
③東南海地域の学校における津波ハザードマップ浸水域
内の状況
この地域の学校で，ハザードマップで浸水区域に

「入っている」としたのは１３６校（５０．６％），「入ってい
ない」とした学校は１２７校（４７．２％），「わからない」が
５校（１．９％）であった．約半分が浸水域に学校が立地
されている状況である．
④両地域における現在（７年後）のハザードマップの理
解度と受け止め方の問題
ハザードマップの理解度：これに関しては，両地域共

に「説明できる程度にわかる」は３割程度で，「なんと
なく分かる」や「よく分かっていない」とした回答者が
７割程度いた（図３）．
ハザードマップの受け止め方：ハザードマップで「学

校は浸水域外だから安心している」とした学校は，東北
地域で１１校（８．３％），東南海地域で２７校（１０．０％），「学
校は浸水域外だが対策は立てている」は東北地域で６７校

図２ 学校所在地の海抜
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（５０．８％），東南海地域で９４校（３４．９％），「浸水域に含
まれるため対策を立てている」が東北地域で４９校
（３７．１％），東南海地域で１２９校（４８．０％），「浸水域に含
まれるが対策はまだ立てていない」が東北地域で１校
（０．８％），東南海地域で７校（２．６％）であった．
⑤学区内（児童の居住区内）のマップでの浸水域の有無
と登下校に関する保護者との取り決め
浸水域の有無：学区内に浸水域が「ある」としたのは

東北地域で１０５校（７９．５％），東南海地域で２１８校（８１．０％）
あり，「ない」は２２校（１６．７％）と３７校（１３．８％）であった．
津波発生の恐れがある場合の児童の登下校に関する保

護者との取り決め：上記で浸水域が「ある」とした学校
に質問した津波の発生が予測される場合の「保護者との
取り決め」を「している」としたのが東北地域で９９校
（９４．３％），東南海地域で１５８校（７２．５％）であった．
２）防災マニュアルへの津波規程の有無とその内容
①防災マニュアルへの津波規程の有無
各学校の防災マニュアルに津波が発生した場合を想定

した対処を記し共有しているかについて調べた．東日本
大震災前から「規定していた」とした学校は，東北地域
の学校では６１校（４６．２％）だったのに対して東南海地域
では７６校（２８．３％）だった．「震災後に規定した」とし
たのは東北地域が６０校（４５．５％）に対して，東南海地域
では１５８校（５８．７％）だった．よって，現状では東北地
域では１２１校（９１．７％），東南海地域では２３４校（８７．０％）

が津波時の対応を規定していた（図４）．
②津波規程の内容
防災マニュアルに津波に関する規程があるとした学校

に，どのような内容かを聞いた問いで多かったのは，
「避難場所」や「避難経路」「避難訓練」「保護者への連
絡や引き渡し」「教職員の役割分担・連携」であったが，
「津波の情報収集」「防災教育」「避難住民の対応」は，
前者と比較して低かった（表４）．

図３ ハザードマップの理解

図４ 防災マニュアルへの津波規程の有無

表４ 防災マニュアルにおける津波規程の内容

規定内容の分類
東北地域 東南海地域

ｎ ％ ｎ ％

児童の津波避難場所 １０７ ８８．４ １９２ ８２．１

津波時の避難経路 ８７ ７１．９ １６３ ６９．７

津波避難訓練 ８５ ７０．２ １７１ ７３．１

津波の情報収集 ８０ ６６．１ １０４ ４４．４

保護者への連絡や引き渡し １０７ ８８．４ １９１ ８１．６

教職員の役割分担・連携 １００ ８２．６ １８６ ７９．５

防災教育 ８０ ６６．１ １４３ ６１．１

避難住民の対応 ５９ ４８．８ ７３ ３１．２

その他 ４ ３．３ ６ ２．６
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③児童生徒の避難場所
最も多かったのは，「近隣の高台」（東北地域６５校

６０．７％，東南海地域９２校４７．９％），「校舎の上層階」（東
北地域３４校３１．８％，東南海地域７９校４１．１％），「屋上」（東
北地域１９校１７．８％，東南海地域４９校２５．５％），「体育館」
（東北地域２３校２１．５％，東南海地域２０校１０．４％）の順で
あった．
３）津波に関するリスク感とその対応
①学校への津波のリスク感
リスクが「かなりある」とした学校は，東北地域４７校

（３５．６％），東南海地域１２１校（４５．０％），「多少ある」と
した学校は東北地域５０校（３７．９％），東南海地域８２校
（３０．５％）で，「ない」とした学校は東北地域３５校（２６．５％），
東南海地域６２校（２３．０％）であった．東南海地域の学校
の方が津波に対するリスクが「かなりある」という危機
意識は１０％程度高く，沿岸部学校の半数近くが津波への
リスク感を抱いていた．
②津波のリスクについて学校が話し合っている関連組織
とその内容
津波のリスクについて協議する部署について聞いた問

いでは，「職員会議」が東北地域１１９校（９０．２％），東南
海地域２２８校（８４．８％）と高かったものの，「PTAや保
護者会」は東北地域５３校（４０．２％），東南海地域１０６校
（３９．４％），「地域住民の代表」は東北地域４８校３６．４％，
東南海地域１４５校（５３．９％），「行政（市町村の防災担当
者等）」は東北地域５８校（４３．９％），東南海地域１３１校
（４８．７％）と半数以下であった．「警察や消防」も１９校，
３７校と両地域ともに１４％程度あった．
職員会議で「話し合っている内容」については，「避

難の仕方・場所の確認と確定」が両地域共に１０７校
（８９．９％），２０５校（８９．９％）と最も多く，次いで「教師
の役割分担」が東北地域９３校（７８．２％），東南海地域１９０
校（８３．３％），「保護者への引き渡し」東北地域９３校
（７８．２％），東南海地域１４８校（６４．９％），「マニュアルの
見直し」東北地域８０校（６７．２％），東南海地域１５７校
（６８．９％），「避難の意思決定や指示のあり方」東北地域
５４校（４５．４％），東南海地域９４校（４１．２％），「津波の情
報収集の仕方」東北地域４０校（３３．６％），東南海地域５２
校（２２．８％）の順であった．
４）津波時の子どもの引き渡しに関する保護者との共有
状況とその内容
津波時の保護者への引き渡しについて共有している学

校は，東日本大震災後の教訓から急速に進み，７年後の
今回調査では東北地域で９２校（９８．９％），東南海地域で
１３４校（９０．５％）であった．
だがその共有内容は，両地域でかなりの違いがみられ

た．「津波警報や注意報が出ている間は引き渡さない」
は東北地域６１校（６６．３％）だったのに対して東南海地域
は４１校（３０．６％）であった．「事前登録者の場合は引き
渡す」は東北地域１３校（１４．１％）だったのに対して東南

海地域では６６校（４９．３％）あり，「事前登録がなくても
関係確認されれば引き渡す」は東北地域８校（８．７％），
東南海地域１６校（１１．９％）であった．
５）津波襲来時の対応に関する事前合意
①管理職不在時の対応に関する職員間合意の有無
合意が「ある」と回答したのは東北地域７９校（５９．８％），

東南海地域１０５校（３９．０％）で，「ない」としたのは東北
地域５１校（３８．６％），東南海地域１６１校（５９．９％）であった．
②避難の最終判断の決め方
判断の決め方で最も多かったのは，「管理職や教育委

員会の判断・指示」で東北地域１１０校，東南海地域２２４校
（共に８３．３％）であった．その他は「安全・防災主任の
リーダーシップ」（東北地域１０校７．６％，東南海地域１０校
３．７％），「教職員の合議」（東北地域２校１．５％，東南海
地域１１校４．１％）であった．
６）津波時における学校への住民避難場所指定
①住民の避難場所指定の有無
東北地域では「東日本大震災時も今も指定あり」が９９

校（７５．０％），「東日本大震災時は指定されていなかった
が今は指定あり」が８校（６．１％），「東日本大震災時は
指定されていたが今は指定はない」が４校（３．０％），「震
災時も今も指定はない」が１８校（１３．６％）であった．東
南海地域では，住民避難の「指定あり」が５年前調査で
は９２．５％だったのが今回調査では８４．４％と減少し，「指
定なし」が７．５％だったのが１４．１％とやや増えた５）．
②「指定校」における校内の避難場所
先の問いで「指定あり」の学校にどこが指定場所になっ

ているかを聞いた複数回答可の問いでは，東北地域，東
南海地域の学校共に「体育館」が最も多く８０％を超えて
いる．「校舎の屋上」や「校舎上層階」が１０～３０％台と
少なく，「校庭」も１０～２０％程度あった（図５）．
「貴校の避難場所指定は津波襲来時も想定していると
思いますか」の問いで，「思う」と回答した学校が東北
地域で８７校（８１．３％），東南海地域で１６８校（７４．０％）で
あった．
また，学校が避難指定校になっていることで「安心感」

を感じている学校が東北で８割余り，東南海で７割余り
（表５）であった．
③指定校としての住民側との話し合い
住民避難の指定校になっている学校に，「災害時の対

表５ 住民の避難指定校になっていることと安心感

安心感の程度
東 北 東 南 海

ｎ ％ ｎ ％

安心感がある ４０ ３７．４ ４５ １９．８

少しは安心感につながる ４８ ４４．９ １２２ ５３．７

むしろ不安感がある １４ １３．１ ５３ ２３．３

無回答 ５ ４．７ ７ ３．１
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応について住民側との話し合いをしているか」の問いで
は，「している」としたのは東北地域５５校（５１．４％），東
南海地域１１２校（４９．３％），「していない」はそれぞれ３５
校（３２．７％）と７９校（３４．８％），「わからない」が１５校
（１４．０％）と３４校（１５．０％）であった．
また，この問いと関連して「児童生徒の学業中に津波

の襲来があった場合，住民対応をどうするか」の問いで
は，「児童生徒への対応を優先し，住民対応は住民に任
せる」が東北地域３８校（３５．５％），東南海地域９４校（４１．４％），
「直接児童対応を要しない教職員が住民に対応する」が
東北地域３８校（３５．５％），東南海地域３２校（１４．１％），「状
況に応じて臨機応変に対応する」が東北地域２３校
（２１．５％），東南海地域９７校（４２．７％）であった．
７）津波に関する防災教育の状況および教職員の津波防
災意識

①東日本大震災以降における津波に関する防災教育
震災後は防災教育を「継続的に行っている」とした学

校は，東北地域１２９校（９７．７％），東南海地域２３３校（８６．６％）
と多くの学校が回答した．とりわけ被災経験のない東南
海地域の「防災教育まではできていない」と回答した３６
校にその理由を聞いた問いでは，「多忙で余裕がない」２０
校，「時間確保が困難」２４校，「教員の防災意識の欠如」
１４校，「教材研究が困難」７校であった．
②教職員の津波に関する防災意識
東日本大震災から７年後の時点で「津波に対するリス

ク意識は継続している」とした学校は，東北地域１０９校
（８２．６％），東南海２０５校（７６．２％）であった．「意識に
職員間で差が出ている」がそれぞれ１４校（１０．６％）と３６
校（１３．４％），「全体的に低下した」が４校（３．０％）と１０
校（３．７％），他は「わからない」と「無回答」であった．
防災意識を持続させるためには，意識化の機会が必要

であるが，その機会が「よくある」とした学校は東北地
域で３４校（２５．８％），東南海で６５校（２４．２％），「たまに
ある」がそれぞれ８４校（６３．６％）と１５１校（５６．１％），「ほ
とんどない」が１４校（１０．６％）と５２校（１９．３％）であった．
８）行政による防災研修
「県や市町村の教育委員会による津波を含む防災研修

はどの程度あるか」の問いで，「年３回以上」とした学
校は，東北地域４０校（３０．３％），東南海地域３１校（１１．５％），
「年１・２回程度」がそれぞれ７３校（５５．３％）と１６２校
（６０．２％），「ほとんどない」が１４校（１０．６％）と５９校
（２１．９％）であった．
研修に参加している学校で，その研修内容を「職員会

議で報告・審議している」としたのは東北地域３４校
（３０．１％），東南海地域５７校（２９．５％）で，「報告のみ」
がそれぞれ５６校（４９．６％）と８７校（４５．１％），「防災担当
と管理職で共有」が１２校（１０．６％）と３５校（１８．１％）で
あった．

Ⅳ．調査結果からの考察と課題

１．ハード面に関する考察
本調査で，東南海地域沿岸部には海抜１０m以内の低地

に６３．２％の学校があり，東北地域より２割近く多く立地
されていることが分かった．そして両地域共に，近隣に
海から流入している河川・堀のある学校が６割を超えて
おり，東日本大震災時に河川津波により人的被災が生じ
た点１３）を考えると十分な警戒が必要であろう．また，津
波により体育館が浸水した場合に避難しうるギャラリー
（観覧席）の有無についても，東南海地域の約７５％に
ギャラリーが「ない」状況は，津波避難時にも「体育館」
を考えている学校が多いことからすると，きわめて緊要
な検討課題であろう．一方，校舎の屋上への避難の可否
については，両地域とも約半数の学校は屋上避難ができ
ず，とりわけ東北地域の方が低層階の学校が多い上に屋
上避難のできる学校が少ない傾向にあった．さらに，両
地域の学校共に，学校以外の近隣に高台の避難場所のあ
る学校は４割前後しかなく，複数の避難経路・避難場所
を検討することが必要であろう．これらハード面の課題
を踏まえたソフト面の整備と改善が求められる．
２．ソフト面に関する考察
１）ハザードマップ活用に関する考察
東日本大震災時に被災した学校の中には，ハザード

マップの「津波浸水域外」と想定されていたことを安心
材料としてしまい，被害を受けた学校が何校かあった１２）．

図５ 住民の学校での避難場所

１１８ 学校保健研究 Jpn J School Health６２；２０２０



このことから，ハザードマップ情報とその受け止め方は
きわめて重要１４）であり，その理解をさらに深めることが
教訓として残されている．
東北地域では，震災後，教員の移動があったとはいえ

東日本大震災時に自校が津波ハザードマップで浸水域に
入っていたかどうかに関して約半数の学校が「わからな
い」または「無回答」だったことは，気がかりな点であ
る．また，現時点で「浸水域外」とした学校が約半数あっ
たが，東日本大震災時に浸水のあった宮城県の学校の
６０．７％がマップで浸水域外だったこと１５）を考えると「安
心材料」にすべきではない．この項目でも，「わからな
い」や「無回答」が２割近くあったことは，かなり心配
な意識状況になっていると言えよう．東南海地域におい
ても，「浸水域内」とされる半数の学校の警戒はもちろ
ん，「浸水域外」とされている学校も，それを「安心材
料」とせず，避難対応を検討しておくべきであろう．ハ
ザードマップによる浸水の可能性の有無は津波のリスク
感に影響する点１０）や，ハザードマップの理解度の不十分
さを勘案すると，どの地域でも研修等での意識高揚を図
る必要があるだろう．
津波発生の恐れがある場合の児童の登下校に関する保

護者との取り決めについて，学区内に「津波浸水域」が
ある学校のうち，津波の発生が予測される場合の「保護
者との取り決め」を「している」としたのが東北地域で
は９割を超えたが，東南海地域では７割程度であった．
この差は東日本大震災時の被災経験の有無という地域差
によるものと考えられる．学校は校地周辺の防災だけで
なく，保護者や地域住民との協同により児童の居住区域
までを含めた防災の手立てを考える必要があるだろう．
２）津波に関するリスク感と防災マニュアルに関する考察
両地域で，防災マニュアルに津波に関する規程を設け

ている学校が，東日本大震災前の３～４割から９割前後
と，その整備に一定の改善が見られた．その一方で，い
くつかの課題も見えてきた．
第一に，防災マニュアル及び協議の内容として，「津

波の情報収集」「防災教育」「避難住民との対応」は不十
分な傾向がうかがえたことである．これらは，後述する
「避難の意思決定や指示」に関わる内容であり，これら
の割合が低かったことは東日本大震災の教訓として考え
ると大きな課題であろう１６）．
第二に，体育館を児童の避難場所に想定している学校

が１～２割あることである．東日本大震災で津波時に体
育館に避難し，人身に関わる被災や大きな被災経験をし
た学校があっただけに，高地に立地された学校でない限
り，体育館への避難については再検討が望まれる．
第三に，「児童の引き渡し」についての検討課題であ

る．津波のリスクがある状況下で東北地域では「引き渡
さない」が多く，東南海地域では事前登録や関係が確認
できれば「引き渡す」が多かった．これは東日本大震災
で引き渡し後に人的被災を経験した地域との差の表れと

思われるが，その教訓を踏まえた検討が必要であろう１７）．
第四に，管理職不在時の緊急時における具体的対応に

ついての課題である．東北地域では６割の学校が対応を
協議しているのに対し，東南海地域では４割程度にとど
まっていた．このような事例を想定した事前検討と合意
について校長を含む職員集団で行っておくことが緊要で
ある．管理責任上の最終判断は必要であろうが，緊急時
は教育委員会や校長判断を仰ぐ余裕のない場合も起こり
うる．そうした場合に誰がどう対応するか，検討と合意
をしておくことが必要であると言えよう．
第五に，学校を避難所として指定する場合の検討課題

である．東北地域では，約８割の学校が避難所指定を受
けている．東日本大震災時に住民の避難指定校になって
いたため，子どもの避難と住民対応の両方を意識せざる
を得なかった学校や避難指定校になっていたことで津波
襲来時に避難意識の低かった学校もあったが，この点を
踏まえて慎重に検討することが必要である８）．一方，東
南海地域は，東北地域よりも住民の避難指定校が多く，
それは学校近隣に校舎よりも避難高台が少ないことが要
因と考えられ，避難場所に指定されていることを「安心
材料」とせず，対応を協議することが重要であろう．
第六に，「避難指定校」における校内の避難場所の選

定課題である．東北地域，東南海地域の学校共に「体育
館」が８０％を超え，「校庭」も１０～２０％程度あったが，
両地域に共通した大きな課題と考えられる．津波の恐れ
のない地震後の避難の場合はこれらの場所は適当と考え
られるものの，津波が襲来した場合は，校地・校舎が高
台に立地されている場合はともかく，低地にある場合は
校庭や体育館はきわめてリスクの高い場所だからである．
そのことは，「避難場所指定は津波襲来時も想定してい
ると思う」と回答した学校が東北地域で８割，東南海地
域で７割を超えていることにも表れている．同様に，学
校が避難指定校になっていることを「安心材料」にして
いる学校が東北で８割余り，東南海で７割余りあった．
このことにより津波の警戒感が薄くなり体育館等を避難
場所として指定しているとすれば，極めて心配な状況と
言えよう．
第七に，住民との対応協議に関する課題がある．事前

に協議をしている学校は両地域共，約半数に過ぎなかっ
た．東日本大震災の教訓として，多くの学校で事前協議
をしておらず，対応に苦慮した学校が多かった点を考え
ると１８）不十分さは否めない．この点に関しても，事前に
十分協議し合意を図っておくべきであろう１９）．
３）防災教育に関する考察
防災教育を「継続的に行っている」とした学校は東北

で９割を大きく超え，東南海地域でも９割近くに達して
いる．しかし，「避難訓練」を防災教育と考えている学
校もあるため，津波等考え得る災害に特化した防災に関
する知的理解や実際的・具体的な学習が必要であろう．
教職員の津波に関する防災意識については，全体的に

１１９鎌田ほか：東日本大震災後の東北被災地と東南海地域沿岸部の学校における津波防災



維持傾向にあると言えるが，津波災害のリスクを意識す
る機会が徐々に減少している傾向がうかがえた．今後，
防災意識をどのように維持し，具体的な備えに繋げてい
くかが重要であろう．
防災研修に関しては，研修した内容について教職員全

員での議論・共有が，不十分な状況がうかがえた．防災
研修を教職員と共有しながら防災意識を高め，防災教育
の推進や防災体制の整備につなげていくことが重要であ
ろう．
３．東北地域における東日本大震災以降の学校防災の問
題と課題
ここでは今回の調査を踏まえ，東日本大震災の教訓に

ついて検討してきた立場から，今日的な問題と課題につ
いて考察する．本論旨は，震災後７年を経過した現段階
での調査結果からの考察であり，被災当時の教員は管理
職をはじめほとんどが移動ないし退職している状況下で，
教訓が十分引き継がれていないように感じられる点にあ
る．大きな被災を受け，一部比較的安全な地に移転した
学校もあるが，総体として意識の風化傾向の問題は見逃
せない．例えば，ハザードマップに対する意識である．
東日本大震災の大きな教訓として，「津波は来ない」と
なっていたことによる安心感が不十分な事前避難対策の
要因と考えられるが，そのハザードマップがどのような
原則で作られているかについて「説明できる程度にわか
る」とした回答が３１％に過ぎなかった．ハザードマップ
は主に過去の経験と地形から割り出したものであり，津
波襲来の可能性を指摘された学校にとっては対策を万全
にする意味で意義は大きいものの，ハザードマップで
「浸水域外」とされた学校でも「安心材料」にしてはい
けないことが東日本大震災の教訓だった筈である．
また，学校近隣に「避難高台の場所があるか」の問い

で「ある」とした回答が４割弱しかなく，「学校が高台」
としたのが約５割，「全くない」としたのが１割弱であっ
た．学校以外に近隣に高台のない約半数の学校，学校を
高台と思えない約１割の学校の対策は，必ずしも万全で
ないし，具体的な対応策が見えないというのが本調査の
結果であった．
さらに，今回の調査で「学校が避難場所に指定されて

いるか」の問いで，「東日本大震災時も今も指定されて
いる」と「東日本大震災時はなかったが今は指定されて
いる」を合わせて８割余りが今も指定されている状況は
東日本大震災の教訓，つまり津波襲来を想定してどのよ
うに避難指定のあり方を見直し，検討がされたのかにつ
いての検証が必要であろう．学校がハザードマップで
「浸水域内」になっていた学校が住民の避難場所に指定
されていたり，「浸水域外」の学校が避難場所になって
いて津波襲来があり体育館等で大変な被災に遭遇したり
した学校がいくつかあった．こうした事例に基づく詳細
な検討と教訓化はさらなる課題ではなかろうか．

４．東南海地域における前回調査との比較から見た学校
防災の課題
東南海地域は東日本大震災による直接的な被災を受け

てはいないが，間接的には情報として多くの教訓を得て
いるはずだと思われる．そのことを意識して東日本大震
災の２年後にその教訓がどう生かされているかの調査を
東南海７県の沿岸部小・中学校において実施した５）．
２年後と７年後の調査比較では，ハザードマップで津

波浸水域にあるとした結果（４６％から５０％）や津波に対
するリスクの意識（４５％から４３％）では，５年間でほと
んど変化は見られなかった．また，津波防災に関する対
策でも，具体的検討や進展はあまり見られず，ほとんど
が同様の対応に留まっていた．さらに，学校が住民の避
難所に指定されている学校は，東北地方よりも約１０％も
多く（東北地域９９校７５．０％・東南海地域２２７校８４．４％），
５年前（小学校９２．５％）よりやや減少しているものの，
多くの学校が行政からの住民の避難場所指定を受けてお
り，しかも体育館が圧倒的に校内の避難場所として指定
されていた．
こうした学校の住民の避難場所指定は，東南海地域で

は東北より多くの学校がその役割を担っており，学校が
地域住民の大事な防災拠点の役割を果たしている．その
ことは，近隣に学校以外の避難高台がない状況も他地域
に比べ相対的に多いことに起因していると考えられる２０）．

Ⅴ．結 語

本調査は，東日本大震災から７年後の２０１８年に行った
ものである．被災した東北３県の沿岸部の学校防災はそ
の後どうなっているのか，また近々かなりの確率で地
震／津波の襲来があると予想されている東南海地域の学
校の防災状況はその後どうなっているだろうか，という
関心のもとに実施したものである．
大震災の教訓は引き継がれ生かされているはずだとの

思いと同時に，時間的経過は意識を薄れさせるとの両面
の思いを持ちながら調査の集計を行った．結論的に言え
ば，東日本大震災と同程度の地震・津波防災に対して検
討課題が多数残されていることがわかった．
この課題は，学校の児童生徒の命に関わる問題であり，

直接的には各学校や教育行政に課せられているが，地震
や津波という自然的条件の異変によってもたらされるも
のであり，保護者や地域住民，そして行政や防災専門家
やメディア等が一体的に警戒・対応しなければならない
課題である．その点から考えると，ハザードマップ等の
功罪に関する意識は広がっていないし，学校が住民の避
難場所になっていることによって生じる問題等，十分に
東日本大震災の教訓と問題認識が広がっていない状況が
明らかになった．子どもたちの生命を守り，安全を保障
することは，子どもたちの成長・発達の場である学校教
育の基本的な役割であり，重要な責務であることを踏ま
え２１），こうした調査結果が，今後，東南海地域のみなら
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ず，日本の沿岸部学校に生かされることを期待したい．

付 記

本稿は，第６６回東北学校保健学会での一般発表（東北
３県沿岸部学校の実態と課題について・２０１８年９月・弘
前市）と第６５回日本学校保健学会での一般発表（東南海
地域沿岸部学校の実態と課題について・２０１８年１２月・大
分市）を併せて論文化したものである．
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Ⅰ．はじめに

養護教諭は保健室の機能を活かしながら，日々，児童
生徒の応急処置や健康相談に応じている．健康相談の中
には時として妊娠をした生徒が来室することもあり，そ
の場合も危機的な状況にある生徒として支援の対象とな
る．しかし，妊娠継続と学業の両立の難しさや家族のサ
ポート体制の問題等に加え，養護教諭自身の経験の浅さ
から，支援に困難を感じる養護教諭も多い１）．また，養

護教諭は多くの学校において一人配置のため，教科の一
般教諭とは異なり，支援上の困難に出会った時，即座に
適切な助言を得られる相談相手が学内にはいない．特に
生徒の妊娠の事案は心身の健康状態だけではなく，進路
やキャリア形成等生徒の人生に関わる深刻な事案である
ことから，その支援上の困難は十分考えられる．
妊娠をした高校生への支援に関する先行研究では，若

年妊婦の心理社会的な課題，妊娠の適応プロセスや育児
の現状と課題等が報告されており，「母子保健」特有の

妊娠をした高校生に対する養護教諭の支援のあり方
落 合 賀津子＊１，杉 山 尚 子＊２

＊１北里大学看護学部
＊２星槎大学大学院

The Support for Pregnant High School Students by Yogo Teachers

Katsuko Ochiai＊１ Naoko Sugiyama＊２

＊１Kitasato University School of Nursing
＊２Seisa University Graduate School

Background: If high school students become pregnant, Yogo teachers are in a position to provide the stu-
dents not only physical and mental support, but also support for continuation of study and career develop-
ment. There are almost no studies, however, either on the physical and mental support or the educational
support for pregnant high school students by Yogo teachers.
Objective: The purposes of this study were to elucidate the support for pregnant high school students by
Yogo teachers and to examine what the support for such students should be.
Methods: Semi-structured interviews were given to seven Yogo teachers at full-time high schools in Prefec-
ture A. During the interviews, the teachers were asked to describe a case in which they supported a preg-
nant high school student. The qualitative-descriptive analyses were conducted on the cases.
Results: The support for pregnant high school students by the Yogo teachers was based on their“daily nurs-
ing activities through which they can gain students’trust.”During the first consultation, the teachers at-
tempted to“pave the way for connecting students to their important persons promptly”and“assisted stu-
dents in deciding for their own”by providing information on pregnancy, childbirth, childcare, and continu-
ation of their studies. Furthermore, along with students’changes in the physical and mental conditions asso-
ciated with pregnancy, abortion, and childbirth, the teachers provided the constant support that promoted

“the acceptance of the physical and mental conditions associated with pregnancy.”While the teachers col-
lected information on the support capabilities of the students’partner and the family and“established col-
laborative systems with students’home and relevant out-of-school organizations，”they“established support
systems that minimized information sharing within schools”from the perspective of mother and child pro-
tection.
Conclusion: Regarding the support for pregnant high school students by Yogo teachers, it is important to
promptly connect students to their important persons such as their mothers and partners, provide students
all types of information on not only pregnancy but also the possibility of continuation of their studies, and
provide both physical and mental support so that the students can decide for themselves while consulting
with their important persons.

Key words：pregnant high school students, Yogo teacher, semi-structured interviews, qualita-
tive-descriptive analyses, deciding for oneself
妊娠をした高校生，養護教諭，半構造的面接，質的記述的分析，自己決定
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研究課題がほとんどである２－７）．これらの研究では，妊
娠が発覚した時点ではそのことを受け止められず戸惑い
や不安があったものの，周囲のサポートを受けることで
妊娠を受容し出産育児に至る若年妊婦の成長の実態が示
されている．一方，若年妊婦の精神的な不安定さや経済
的な困窮，脆弱な将来的基盤や母親役割意識の未熟性と
いう問題も指摘されている．そして，医療・福祉機関に
よる経済的支援や子育て支援などの必要性，さらに学校
を継続できるよう専門職が連携してサポートする必要性
が示されている．以上のように，若年妊婦・若年母を対
象とした先行研究では，主に妊娠発覚から育児期に至る
までの心理社会的状態や課題，そしてその過程における
支援の重要性と，過去の振り返りの中ではあるが妊娠継
続を決定するまでの心理については報告されている．し
かし，妊娠発覚から自己決定に至る期間における助産師
等の母子保健関係者による支援内容に関する報告は見当
たらない．
若年妊婦の支援者を対象とした研究としては，赤井の

質問紙調査１）と藤原の半構造化面接による調査８）が挙げら
れる．赤井は，妊娠継続の自己決定に関する養護教諭の
認識として「若年妊娠の場合，他の生徒への影響や保護
者等の理解不足から学業の継続は難しく，出産を希望す
る場合は退学をして育児に専念するのが望ましい」と報
告している．つまり，学校現場では未だに周囲の偏見や
学業との両立が困難であるという考えから，「妊娠継続
の場合は退学」というような判断がなされていることが
わかる．一方で，前述したように助産師等の母子保健関
係者の研究結果２）４）５）７）では「学校を継続できるよう専門職
が連携して教育・医療・福祉のサポートをする必要性が
ある」と示され，学校関係者と母子保健関係者との間に
認識の違いがあることが伺われる．また，養護教諭の支
援内容については現役の養護教諭である藤原の研究があ
るが，妊娠継続を決定した後の支援に関するものであり，
決定するまでの支援については示されていない．
ところで，若年妊婦が妊娠継続か否かを自己決定する

際に真っ先に相談する相手はパートナーや家族，友人と
考えられる．同時に，この時期に学校関係者で相談を受
けるのは，妊娠に関する専門的な知識を有する養護教諭
の可能性が高い．もちろん，妊娠が社会的に受け入れら
れないのではないかという不安から，妊娠した生徒が匿
名性を保てる相談機関にアクセスする可能性も高く，母
子保健に関わる医療関係者がメールや電話を通して対応
していることも十分考えられる．しかし，生徒の特性や
家庭背景等，全体像を捉えた専門的かつ継続的な支援が
可能であり，毎日通う学校という場で出会える身近な相
談者としての養護教諭の役割は大きいといえよう．
妊娠をした高校生は「若年妊婦」の面を持つ一方で，

学校に所属する「高校生」という学習者でもあるという
視点は重要である．その点において，養護教諭は学校で
医学・看護学の知識を有する唯一の教育職であり，生徒

が妊娠をした場合には心身の健康のみならず学業継続や
キャリア形成を考慮した支援を行い得る立場にある．し
かし，先行研究からわかるように，妊娠をした生徒の心
身の健康問題に対応し，かつ教育的な視点で関わる養護
教諭の支援に関する研究はほとんどないのが現状である．
また，養護教諭は妊娠が疑われてから妊娠を継続するか
否かの自己決定までの直接的な支援をしている可能性が
助産師等の医療職に比べ高いと考えられるが，その支援
内容については明らかになっていない．
２０１６年６月１５日京都新聞のweb記事９）によると，京都
の公立高校において妊娠７か月の高校３年生に対し，卒
業の条件として体育実技をするように求めていた事案が
あった．この事案に対し，文部科学省は「妊娠と学業は
両立できる．本人が学業継続を望む場合，受け止めるべ
きである．子育てに専念すべきとなぜ判断したかわから
ない．周囲の協力を得ながら育児するのは働く女性も高
校生も変わらない」という見解を示した．つまり，中央
教育審議会答申の審議の中で「児童生徒の性行為は適切
ではない１０）」という方針が出されているものの，妊娠に
至った場合，本人が学業継続を望む場合には学校として
配慮しなければならないということである．この学校と
しての配慮の中に養護教諭の支援が含まれると考えられ，
その支援のあり方を明らかにすることが急がれる．
以上のことから，本研究の目的は，首都圏のＡ県公立

の全日制高等学校養護教諭を対象とした面接調査から妊
娠をした高校生に対する支援内容を明らかにし，支援の
あり方について考察することである．

Ⅱ．方 法

１．対 象
Ａ県教育委員会ホームページで公開されている全日制

県立高等学校の臨時任用を含む養護教諭全員（１４０校１７０
名）を対象に「面接調査への参加依頼文書」を郵送し，
面接参加者を募集した．面接参加の条件は，臨時任用を
含めて１５年以上の養護教諭の経験があり，かつ過去５年
間の全日制高等学校の勤務校において妊娠をした高校生
の支援を行ったことがある者とした．対象を経験１５年以
上の養護教諭に限定した第一の理由は，妊娠という対応
の難しい事案に対する支援を導き出すという点から，経
験が豊富である必要性を考えたためである．第二には，
Ａ県において主幹教諭の条件を経験１５年以上としている
ことを参考とし，本研究においても同様の条件とした．
面接参加対象者数は，参加意思を表明した５名，および
参加意思を表明した養護教諭からの紹介による２名の計
７名となった．
２．調査方法
２０１７年８月から９月，個別に半構造的面接を実施した．
面接場所は面接参加者の希望する，プライバシーの守ら
れる会議室等で実施した．インタビューガイドを用い，
過去５年間における妊娠をした生徒に対する支援事例の

１２３落合ほか：妊娠をした高校生に対する養護教諭の支援のあり方



うち，最も関わりが多かった１事例に対する支援内容
（どのように考え行動したのか）について，「支援のきっ
かけ」「初回相談時の生徒の状況と支援」「妊娠が確定し
てから自己決定までの生徒の状況と支援」「妊娠継続後，
あるいは人工妊娠中絶後の生徒の状況と支援」に関して
尋ねた．面接内容はICレコーダーで録音し逐語録とし
た．面接時間は１名あたり概ね１時間程度であった．
３．倫理的配慮
面接対象者ならびに対象者の所属する学校長に対し，

研究の目的，方法，研究の参加ならびに中断における個
人の自由意思の尊重，個人情報の保持，データの使用範
囲について文書と口頭により説明し，同意を得た上で実
施した．本研究は，星槎大学研究倫理審査委員会の承認
を得て実施した（承認番号：１６４４）．
４．質的記述的方法による分析方法
質的記述的方法は内部者の見方から現実を明らかにす

ることを目的としている．質的記述方法が適している研
究とは，①研究領域が比較的新しい，あるいは研究しよ
うとしている現象についてほとんどわかっていないとき，
②研究領域のなかで混乱があったり，矛盾があったりす
るとき，あるいは前進していないと思われるとき，③研
究課題が非常に複雑な出来事やプロセス，あるいは人間
の経験であり，注意深い定義や記述が要求されるとき，
という以上３点のような研究の場合とされる１１）．本研究
においては，妊娠をした高校生の支援に関する養護教諭
を対象とした質的研究がこれまでに行われていないこと
から①に該当する．また，妊娠をした生徒は妊娠を継続
するのか中絶をするのか揺れ動く状態があり，その変化
する複雑な状態に対する支援を分析するということから
③に該当する．
以上の理由から質的記述的方法を用い，面接内容を以

下の手順で分析した．
１）録音した面接内容を逐語化する．
２）「具体的な支援内容」について語っている事柄を，
意味内容を損なわないように文脈または段落ごとに抽
出する作業を１事例ごとに行う．

３）全事例の抽出された内容を集め，内容の類似性に
従って分類し，抽象化の作業を経てコード化する．

４）コードをさらに意味内容の類似性に従って整理分類
し，抽象度を高めてサブカテゴリーとする．

５）サブカテゴリーは，個々の内容と全サブカテゴリー
の中での位置づけ，各カテゴリー間の関連性を考慮し，
データ分類およびサブカテゴリーネームの妥当性につ
いて検討して命名する．

６）サブカテゴリーをさらに高次概念でカテゴリー化し，
カテゴリーネームを命名する．

５．分析の信頼性の確保
分析の信頼性を確保するために，支援内容の分析につ

いては質的研究を専門に行っている研究者１名，質的研
究の経験のある養護教諭１名ならびに面接参加者２名に
分析結果の確認を依頼した．

Ⅲ．結 果

面接対象者７名および妊娠をした生徒の概要を表１に
示した．対象者は全員が女性，年齢は３０代１名，４０代３
名，５０代３名，平均４９．４歳，標準偏差７．２歳であった．
養護教諭の経験年数は臨時任用期間を含め平均２６．１年で
あった．妊娠をした生徒の支援経験数の平均は９．６件で
あった．妊娠をした高校生の概要は高校３年生が５名，
２年生が２名であった．妊娠後の経過としては，中絶が
４例，退学し出産が１例，妊娠継続し卒業が１例，在学
中に出産し卒業が１例であった．
１．「妊娠をした生徒の事例に対する支援内容」の面接
結果
データ分析の結果１０５のコードが抽出され，２６サブカ

テゴリー，６カテゴリーに分類された．以下，カテゴ
リー別にその特徴を記述し，コードは代表的な内容を示
した．なお，記述にあたっては，各カテゴリーを【 】，
サブカテゴリーを〈 〉，コードを“ ”で示す．
１）【信頼される日頃の養護活動が相談につながる】（表
２）
カテゴリー【信頼される日頃の養護活動が相談につな

がる】は〈何か変という気づきから相談につながる〉〈そ
れまでに形成された信頼関係が相談につながる〉という
２サブカテゴリー，８コードで構成された．
このカテゴリーは支援につながるきっかけとして抽出

表１ 面接対象者および妊娠をした高校生の概要

面接対象者 妊娠をした高校生

年齢
養護教諭
経験年数（年）

妊娠をした生徒の
支援経験数（件）

学年 経 過

３０代 １６～２１年未満 ６ ３年生 人工妊娠中絶
５０代 ２６年以上 １０ ３年生 人工妊娠中絶
４０代 １６～２１年未満 １５ ２年生 退学し出産
５０代 ２６年以上 ５ ２年生 人工妊娠中絶
４０代 ２６年以上 １０ ３年生 人工妊娠中絶
４０代 ２６年以上 ８ ３年生 妊娠継続し卒業
５０代 ２６年以上 １３ ３年生 妊娠継続・在学中出産し卒業

１２４ 学校保健研究 Jpn J School Health６２；２０２０



された．“３日続けて体調不良で来室しおかしいと思い，
妊娠を疑い問診の中で相談につながった”というコード
に代表されるように，他の主訴で来室している中で「何
か変」という「気づき」から詳しい問診が行われ，その
過程で生徒が告白していた．また，“元々保健室っ子で
信頼関係ができており何でも相談に来ていた”というよ
うに，妊娠というデリケートな問題であっても，それま
でに形成された信頼関係によって早い段階から相談が始
まっていた．また，このような信頼関係は対生徒だけで
はなく，“関係が良好だった担任が，妊娠した生徒が妊
娠して産むと言っていることに対して助言がほしいとい
うことで本人を連れて保健室に来た”という語りが示す
ように，日頃の教員との良好な関係性によって妊娠をし
た生徒とつながることができていた．
２）【妊娠に関連する心身の状態を受け止め支える】（表
３）
カテゴリー【妊娠に関連する心身の状態を受け止め支

える】は〈妊娠したことに対する不安や困惑に対し聴く
ことに徹する〉〈妊娠に伴う症状に対するケアをする〉
〈（妊娠継続・出産後）胎児の成長や出産の喜びを受け
止める〉〈（中絶後）不安定な精神状態に対して話を聴く〉
という４サブカテゴリー，１１コードで構成された．
このカテゴリーは，初回相談の段階から自己決定，そ

して妊娠継続あるいは中絶後の全過程における精神的・
身体的な支援の内容として示された．妊娠の事実を誰に

も言えない状態で来室した生徒に対し“産む・産まない
という前にどうしていいかわからないという気持ちと判
断し，ともかく聴くことに徹した”というように，困惑
する気持ちをまず受け止めていた．また，元々リスト
カットで頻回来室をしていた生徒に対しては“不安に
思っていることを中心に聴くように，妊娠で不安定な心
理状態にならないかを気を付けながら，ほぼ毎日来室す
る時に信頼するスクールカウンセラーと共に話を聴い
た”と語っていた．同時に“つわりの時に保健室を使っ
て休ませた”ということから妊娠に伴う症状へのケアを
行っていた．そして，妊娠継続か中絶かの自己決定をし
た後も心身の状態への支援は継続していた．妊娠継続の
事例では，本人と家族の意向から妊娠の事実を公にしな
いこととしていたため，養護教諭は保健室において“胎
児の成長を共に確認し嬉しそうに話す気持ちを受け止め
た”というように喜びを共有していた．一方，中絶した
事例では，中絶した秘密を抱えることの辛さから不安定
になった生徒に対し“秘密を抱えきれない不安定な精神
状態に対して話を聴いた”と語られたように，聴くこと
に徹していた．
３）【いち早く重要他者につながる道筋をつける】（表４）
カテゴリー【いち早く重要他者につながる道筋をつけ

る】は〈自身の妊娠の状態についての理解を促す〉〈信
頼できる病院での一日も早い受診を促す〉〈妊娠の事実
を母親・パートナーに伝える大切さを話す〉〈母親とし

表２ 【信頼される日頃の養護活動が相談につながる】のサブカテゴリー，代表的なコード

サブカテゴリー 代表的なコード

何か変という気づきから
相談につながる

３日続けて体調不良で来室しおかしいと思い，妊娠を疑い問診の中で相談につながった．

彼の問題で相談に何度も来ていて，なんか変だなという気づきから聞いてみたところ，妊娠して
いたことがわかった．

それまでに形成された信
頼関係が相談につながる

元々保健室っ子で信頼関係ができていて何でも相談に来ていた．

関係が良好だった担任が，妊娠した生徒が妊娠して産むと言っていることに対して助言がほしい
ということで本人を連れて保健室に来た．

表３ 【妊娠に関連する心身の状態を受け止め支える】のサブカテゴリー，代表的なコード

サブカテゴリー 代表的なコード

妊娠したことに対する不安や困
惑に対して聴くことに徹する

産む産まないという前にどうしていいかわからないという気持ちと判断し，ともかく聴く
ことに徹した．

不安に思っていることを中心に聴くように，妊娠で不安定な心理状態にならないかを気を
つけながら，ほぼ毎日来室する時に信頼するスクールカウンセラーと共に話を聴いた．

妊娠に伴う症状に対するケアを
する

つわりの時に保健室を使って休ませた．

授業中であっても，乳房緊満でつらいことから搾乳のために保健室を使用した．

（妊娠継続・出産後）胎児の成
長や出産の喜びを受け止める

胎児の成長を共に確認し，嬉しそうに話す気持ちを受け止めた．

「赤ちゃん産んでよかった」というという気持ちを嬉しく思い，受け止めた．

（中絶後）不安定な精神状態に
対して話を聴く

秘密を抱えきれない不安定な精神状態に対して話を聴いた．

彼との別れによる不安定な状態に対して話を聴いた．
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ての気持ちを代弁し母親に妊娠の事実を伝えることを説
得する〉〈把握した生徒の気持ちを代弁し母親に妊娠の
事実を伝える〉という５サブカテゴリー，１８コードで構
成された．
この支援は初回相談時に実施された内容として示され

た．具体的には“最終月経を聞いて妊娠の週数を話し，
一般的な妊娠経過についてフローチャートでわかりやす
く視覚的に説明した”，“中絶するとこれから先，不妊に
なる可能性があるから設備の整った信頼できる病院を受
診するよう話した”というように，まずは自身の妊娠の
状態を理解させ，未受診の場合には一日も早く信頼でき
る病院に受診ができるように促していた．“怖くてまだ
彼に話せていなかったので，生徒一人だけの問題ではな
いから，どうしたら彼に話せるかを一緒に考えた”，“母
親に怖くて話せないと言うため，子どもの幸せを思う母
親の気持ちを代弁して生徒に伝え，事実を伝えるよう説
得した”，“生徒自身から母親に事実を直接伝えられない
ため，自分（養護教諭）が代わって母親に妊娠の事実，
生徒の気持ちを伝えた”という語りが示すように，いち
早く重要他者であるパートナーや母親につなげる支援を
していた．
４）【信頼できる教員によるサポート体制を整える】（表
５）
カテゴリー【信頼できる教員によるサポート体制を整

える】は〈管理職に状況を報告・相談する〉〈生徒ある
いは養護教諭が信頼できる教員につなげる〉〈担任と生

徒との関係性に合わせた報告・相談をする〉〈担任の力
量に合わせた報告・相談をする〉〈（妊娠継続）関係教員
による母子保護体制を整える〉〈（中絶後）体育教員の力
量に合わせて授業の調整をする〉という６サブカテゴ
リー，２３コードで構成された．
このカテゴリーは，生徒の状況や学内教員の力量に合

わせながら，プライバシーを守るために信頼できる教員
によって学内サポート体制を整えるという内容として示
された．
相談された妊娠の事実を養護教諭一人だけで抱えて対

応する者はいなかった．“妊娠が確定した時点で校長だ
けにはこんな事案があると報告した”というコードに代
表されるように管理職への報告をしていた．また，“生
徒から生徒自身が相談できる女性教員を聞きだし，女性
教員に妊娠の事実を伝え，受け止めて話を聞いてくれる
ようにお願いした”や“養護教諭だけでは見守る範囲が
限られ，このことは保健室だけの問題ではないため，生
徒を見守ってもらえる信頼できる教員にお願いした”と
いうように，生徒あるいは養護教諭が信頼できる教員と
情報共有をし，少しでも多くの目で見守れるような体制
を作っていた．また，“担任に対する不信感があるため
内緒にしてほしいと言われたが，担任には「男性だから
生徒が話しにくい」という理由に変えて報告し，知らな
いふりをしてもらうようにした”，“担任は若い男性教員
で持ちこたえられそうもなかったので，いろいろなこと
が終わってから話をした方がいいと判断した”という語

表４ 【いち早く重要他者につながる道筋をつける】のサブカテゴリー，代表的なコード

サブカテゴリー 代表的なコード

自身の妊娠の状態について
の理解を促す

最終月経を聞いて妊娠の週数を話し，一般的な妊娠経過についてフローチャートでわかりやす
く視覚的に説明した．

すでに病院で確定診断がされていて産むと決めて相談にきたが，妊娠の経過などについては知
らなかったので伝えた．

信頼できる病院での一日も
早い受診を促す

中絶するとこれから先不妊になる可能性があるから，設備の整った信頼できる病院を受診する
よう話した．

検査薬をやっていても，中絶や出産ができる信頼できる病院で一日も早く受診することが必要
と話し，病院を一緒に探した．

妊娠の事実を母親・パート
ナーに伝える大切さを話す

怖くてまだ彼に話せていなかったので，生徒一人だけの問題ではないから，どうしたら彼に話
せるかを一緒に考えた．

彼との間ですでに産むことを決めていたが，まだ話せていない母親にまず妊娠の事実を伝える
よう話した．

母親としての気持ちを代弁
し母親に妊娠の事実を伝え
ることを説得する

母親に怖くて話せないと言うため，子どもの幸せを思う母親の気持ちを代弁して生徒に伝え，
事実を伝えるよう説得した．

最終的には子どもの幸せを考えているはずだから，まずお母さんに話してみようと促した．

把握した生徒の気持ちを代
弁し，母親に妊娠の事実を
伝える

生徒自身から母親に事実を直接伝えられないため，養護教諭が代わって母親に妊娠の事実，生
徒の気持ちを伝えた．

生徒・母親と信頼関係ができていることから，保健室から妊娠している事実を母親に電話で伝
えた．
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りが示すように，教員と生徒の関係性や教員の力量を考
えて，情報共有をしていた．妊娠継続が決まった場合は，
“管理職の学校でできる範囲で対応するという考えの下，
学年を中心に見守る体制を整え，何かあったら保健室で
相談できるようにした”，“他の生徒に知られないように

し，体育実技に関してはレポートで補填，体育見学での
補助などで対応できるよう配慮してもらった”というよ
うに，関係教員による母子保護体制を整えていた．
５）【生徒が自分自身で決定できるように支える】（表６）
カテゴリー【生徒が自分自身で決定できるように支え

表５ 【信頼できる教員によるサポート体制を整える】のサブカテゴリー，代表的なコード

サブカテゴリー 代表的なコード

管理職に状況を報告・相談
する

妊娠が確定した時点で，校長にだけはこんな事案があると報告した．

管理職には生徒の状況や情報共有している教員について，その都度報告した．

生徒あるいは養護教諭が信
頼できる教員につなげる

生徒から生徒自身が相談できる女性教員を聞きだし，女性教員に妊娠の事実を伝え，受け止め
て話を聞いてくれるようにお願いした．担任，生徒が信頼する女性教員，自分，この３人が中
心になって支えていけるな，という気持ちになれ安心した．

養護教諭だけでは見守る範囲が限られ，このことは保健室だけの問題ではないため，生徒を見
守る信頼できる教員を増やした．

担任と生徒との関係性に合
わせた報告・相談をする

担任に対する不信感があるため内緒にしてほしいと言われたが，担任には「男性だから生徒が
話しにくい」という理由にして報告し，知らないふりをしてもらうようにした．

担任の力量に合わせた報
告・相談をする

担任は若い男性教員で持ちこたえられそうもなかったので，いろいろなことが終わってから話
をした方がいいと判断した．

（妊娠継続）関係教員によ
る母子保護体制を整える

管理職の学校でできる範囲で対応するという考えの下，学年を中心に見守る体制を整え，何か
あったら保健室に相談できるようにした．

他の生徒に知られないようにし，体育実技に関してはレポートで補填，体育見学での補助など
で対応できるよう配慮してもらった．

（中絶後）体育教員の力量に
合わせて授業の調整をする

見学することについて体育教員と調整し，知らないふりをして自然に対応してほしいとお願い
した．

表６ 【生徒が自分自身で決定できるように支える】のサブカテゴリー，代表的なコード

サブカテゴリー 代表的なコード

安易に決定していないかの確認を
する

初めから産むつもりはないという気持ちに対し，本当にそれでいいのかを確認した．

進学する気持ちが強く元々中絶するつもりで相談にきたが，十分考えた上で決めたこと
なのかを確認しながら進めた．

育児の実態，子どもへの責任につ
いて説明する

出産・育児にかかる費用について話し，生活をどう考えているのかなど聞き，家族の協
力が必要なことを話した．

今まで得られなかった愛情を赤ちゃんで埋めようとしているように思えたことから，虐
待につながる可能性について話した．

中絶に関する情報を提供する 中絶可能期間，中絶のリスクなど一般的な知識を確認した．

学業と妊娠継続の両方が可能であ
ることを伝える

学校を辞めなくても妊娠したまま卒業できること，妊娠を継続する場合は学校が母子を
保護するために学校が体制を整えなければならず，教員に伝えなければならないことを
話した．

今後の人生に影響を考えると妊娠継続しても学校を辞めない方がいいと思うことを親と
一緒に伝えた．

産む・産まないに関する自分の考
えは伝えず，生徒自身で決めるよ
うに促す

パートナーに問題があったので産まないほうがいいと思った生徒が最終的に産み，成長
してちゃんとした母になった経験から自分の意見は言わず自分で決めてもらった．

命の大切は伝えたいが，彼女なりにしっかり考えて妊娠継続しないということだったの
で，あえて命の大切さは言わなかった．

揺れ動く生徒の気持ちを受け止め
一緒に考える

中絶すると赤ちゃんがかわいそうという理由で妊娠継続か中絶か揺れ動く気持ちを支え，
どちらになっても味方でいること，どうするかは一緒に考えることを伝えた．
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る】は〈安易に決定していないかの確認をする〉〈育児
の実態，子どもへの責任について説明する〉〈中絶に関
する情報を提供する〉〈学業と妊娠継続の両方が可能で
あることを伝える〉〈産む・産まないに関する自分の考
えは伝えず，生徒自身で決めるように促す〉〈揺れ動く
生徒の気持ちを受け止め一緒に考える〉という６サブカ
テゴリー，２８コードで構成された．
このカテゴリーは，生徒の気持ちや状況によって支援

の時期が異なるが，自己決定するために多面的な情報を
提供し自分自身で決断できるように共に考える支援とし
て示された．“「初めから産むつもりはなく，お母さんに
も妊娠を継続するつもりはないという自分の気持ちを伝
えた」という生徒に対し，ともかくその気持ちを聴いて
本当にそれでいいのか確認した”という語りが示すよう
に，安易に考えて決断していないか確認していた．また
具体的に“出産や育児でどの位お金がかかるとか，生活
をどう考えているのかを聞き，家族の協力がないと難し
いこと等を話した”というように出産・育児に関する情
報を伝えたり，“中絶可能期間やリスクなどについて伝
えた”というように中絶のリスク等に関する情報を提供
していた．さらに“学校を辞めなくても妊娠したまま卒
業できるよと伝えた”と語られたように，学業と妊娠継
続の両方が可能であることを伝えていた．また，“心の
中では彼に問題があったので中絶した方がいいと思った
けど，彼女の前では言わないでどっちにするかよくお母
さんと彼と相談して決めるよう伝えた”というように，
自分の考えは伝えずあくまでも情報提供に徹していた．
“中絶すると赤ちゃんがかわいそうという理由で妊娠継
続か中絶か揺れ動く気持ちを支え，どっちを選んでも味
方でいること，どうするかは一緒に考えることを伝え
た”という語りが示すように，揺れ動く気持ちを支え，
考える過程を共有する姿勢で相談に臨んでいた．
６）【家庭・学外関係機関との連携体制を整える】（表７）
カテゴリー【家庭・学外関係機関との連携体制を整え

る】は〈家庭・パートナーのサポート力について見立て

る〉〈学校で可能な母子保護体制について家庭と確認を
する〉〈（妊娠継続）医療機関・地域保健師との連携体制
を整える〉という３サブカテゴリー，１７コードで構成さ
れた．
このカテゴリーは，家庭を含めた学外との連携体制に

関しての支援内容として示された．“生徒の母親は別居
中で下に小さい妹もいて，経済的にもサポートできる状
況ではなかったと思う”や“彼は彼女の身体の心配より
も自分のことで精一杯だったみたいで当てにならなかっ
た”というように，妊娠に関する相談を受けた早い段階
から家庭やパートナーのサポート力についてアセスメン
トをしていた．また“母親に対し学校も一緒に生徒をサ
ポートすることを伝え，家庭と緊急時の連絡先について
確認した”というように，学内のサポート体制について
の同意と確認をしていた．退学せずに妊娠を継続する場
合は，“緊急時は生徒が受診している病院に直接連絡が
できるようにしていた”という語りが示すように医療機
関との連携体制を整えたり，“出産後に継続支援できる
地域の保健師に連絡し状況を話し，保護者と生徒をつな
げた”というように地域からの専門的な支援が得られる
ようにしていた．
７）妊娠をした生徒に対する支援の概念図（図１）
面接内容の分析結果を基に妊娠をした生徒に対する支

援を概念図として図１に示した．相談のきっかけから自
己決定，そして自己決定後の妊娠継続・出産後・中絶後
の支援までの過程を時間軸として，支援内容は時期がお
およそ一致するように図式化した．相談のきっかけは
【信頼される日頃の養護活動】であり，【妊娠に関連す
る心身の状態を受け止め支える】とともに【いち早く重
要他者につながる道筋をつける】支援をしていた．同時
に【信頼できる教員によるサポート体制を整える】や【家
庭・学外関係機関との連携体制を整える】支援を開始し，
状況に合わせて発展あるいは収束させていた．生徒の状
況によっては支援の開始時期は異なるが（そのため点線
で表した），保護者や学内教員と共に【生徒が自分自身

表７ 【家庭・学外関係機関との連携体制を整える】のサブカテゴリー，代表的なコード

サブカテゴリー 代表的なコード

家庭・パートナーのサポート力に
ついて見立てる

大変な家庭だったので妊娠ということになったのだと思った．母親は経済的に大変なの
でサポートするとは言えなかったのだと思われ，相談相手にならないと思った．

生徒が彼に対し彼の両親に妊娠の事実を話すようお願いしたが応じなかったことから，
彼が当てにならないと考えた．

学校で可能な母子保護体制につい
て家庭と確認をする

母親に対し一緒に学校も生徒をサポートすることを伝え，家庭と緊急時の連絡先につい
て確認した．

他生徒が妊娠の事実を知らないため，生徒自身が気を付けて学校生活を過ごすよう，緊
急時は保健室に来室するように伝えた．

（妊娠継続）医療機関・地域保健
師との連絡体制を整える

緊急時は生徒が受診している病院に連絡を取るようにしていた．

出産後に継続支援できる地域の保健師に連絡し状況を話し，保護者と生徒をつなげた．
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で決定できるように支える】支援をしていた．

Ⅳ．考 察

１）【妊娠に関連する心身の状態を受け止め支える】
妊娠に関連する心身の状態を受け止め支える支援は全

過程を通して行われていた．まずは心理面への支援であ
るが，養護教諭は妊娠したかもしれない，あるいは妊娠
したという不安と困惑を抱えながら来室した生徒の話を
責めることなく聴くことに徹していた．健康相談の手引
きである『教職員のための子どもの健康相談及び保健指
導の手引き』では，相談における基本姿勢を「相談者の
気持ちを受け止めできる限り先入観にとらわれないよう
にし，相談者の立場に立って聞く１２）」と示しており，養
護教諭はまさにこの姿勢で相談に臨んでいたといえる．
しかし，妊娠をした生徒の相談の場合にはこの姿勢だ

けでは十分とはいえない．妊娠をすると妊娠前とはホル
モンバランスが激変することから，精神的不安定やうつ
状態になりやすい．また，妊娠した生徒は思春期である
ことから，大人に対する反抗や批判というような心理的
特徴もある．妊娠によるホルモン変化は精神面だけでは
なく，つわりや頭痛，立ちくらみ等の生理的な変化も生
じさせる．面接をした養護教諭は身体的な状態を確認し，
必要時は保健室で休養させる支援をしていたことから，
このようなマイナートラブルについても理解し対応して
いたといえる．以上のことから，養護教諭が妊娠に関連
する生徒の心身の状態に適切な支援を行うためには，妊
娠に関する知識の習得が必須である．
妊娠継続や出産後における心理面への支援で特徴的で

あったのは，公にできない喜びの感情共有であった．妊
娠を継続した事例では胎児の成長を共に喜び，出産後の
事例では「赤ちゃんを産んでよかった」と話す気持ちに
共感していた．藤原は養護教諭への面接を通して，妊娠
を継続した高校生の心理状態を「母となる期待と不安の
狭間に立たされ，学内において妊娠している自分に対す
る批判的な生徒の存在を感じている８）」と報告している．
このような疎外感や不安定な心理状態となっている生徒
にとって，養護教諭と喜びの感情を共有できることは心
強い支えになっているのではないかと推測される．
２）【いち早く重要他者につながる道筋をつける】
人工妊娠中絶の可能な期間は母体保護法第１４条により

妊娠２２週未満と決められており，妊娠１２週未満の初期の
中絶法とそれ以降の中期の中絶法では処置方法が異なり，
身体的なリスクも異なる１３）．中期での中絶は処置後に死
産届を提出しなければならないことからも精神的なダ
メージは計り知れない．そのため，生徒の心身の健康を
守る立場にある養護教諭は，生徒に可能な限り早い決断
をしてもらう必要性から，中絶可能期間や妊娠の一般的
な経過等への理解を促すとともに，いち早く病院，そし
て母親やパートナーにつなげる支援を心掛けていた．
親の若年妊娠に対する受け入れについては，小川が１０

代妊婦へのインタビューから「若年妊娠に否定的な親に
は，未婚での妊娠や世間体，学業中断の心配という要素
が存在する５）」ということを明らかにしている．このよ
うに高校生の妊娠が親に受け入れられないであろうこと
は想像に難くない．さらに，１０代で出産した女性に関す
る宮本の文献レビューから明らかになっている「妊娠す

図１ 妊娠をした生徒に対する支援の概念図
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る生徒の成育環境や親子関係は決して良好とはいえない
場合が多い２）」ということを考えると，関係が良好では
ない親に妊娠の告白をすることのハードルは極めて高い
であろう．本研究でも両親が別居していたり，生徒への
関心が低い等，家庭環境が良好とはいえない事例があっ
た．そのような場合であっても，養護教諭は生徒と母親
との関係性について慎重に考慮しながら，母親としての
気持ちを代弁する等の方法で説得していた．また，生徒
が母親と向き合えない場合には，逆に生徒の代弁者にな
る等，生徒を守りながらも親につなげようとする行動も
みられた．つまり，養護教諭は母親と生徒の両方の代弁
者となり，自己決定への道筋をつけていたということで
ある．ただし，この多様な方法での説得や代弁者として
の支援をする場合には，生徒の拒否や抵抗の感情が強い
ことも考えられるため，生徒との信頼関係を崩すことな
く親につなげることができる相談技術が必要といえる．
３）【信頼できる教員によるサポート体制を整える】
面接対象者７名中４名の生徒は，他の教員には妊娠の

事実を伝えてほしくないという意思を表明していた．そ
のような生徒に対し，妊娠による心身の不安定さや流産
の危険性等に適切に対応する必要性から，養護教諭は担
任や体育教員等の見守りや理解が必要と考え，関係教員
に周知する同意を得ようと説得していた．さらに養護教
諭が情報共有の際に配慮していた点として，担任に内緒
にしてほしい理由が「担任への不信感」であったが，当
該担任には「先生が男性だから生徒が伝えたくないと
言っている」というように，担任の心を傷つけないよう
な伝え方をしていた．この伝え方には，担任の生徒に対
する心証を悪化させないようにという理由もあり，生徒
を守るという立場を徹底していたと考えられる．つまり，
妊娠継続か中絶かの意思決定がなされる前の段階では，
教員の力量や生徒との関係性に合わせて対応する事で生
徒のプライバシーを守り，不利益がないように心掛けて
いたといえる．そして，妊娠継続が決定した場合には，
管理職のリーダーシップの下，担任や体育教員，学年団
を中心に組織的な母子保護体制が整えられていた．その
中で養護教諭は関係教員との情報交換を密にしながら，
心身の健康面のサポートに専念していた．
以上のことから，妊娠のようなデリケートな事案に関

する学内情報共有においては，関係教員の力量や当該生
徒との関係性を見定める力だけではなく，それぞれの立
場や気持ちを配慮した細やかな調整力が養護教諭には求
められていると考えられる．本来は養護教諭がこのよう
な配慮をせずとも全ての教員で情報が共有できることが
望ましいが，教員間での守秘義務に対する意識の差があ
ることは否めない．守秘義務に関しては文部科学省発行
の『生徒指導提要』の中で「生徒の個人情報は学校関係
者のみで共有しそれ以外は漏らさない１４）」と記されてい
る．秘密の保持や個人情報の保護に関し，教員養成課程
や現職研修，学内On the Job Trainingにおける徹底し

た教育を期待したい．
学内サポート体制を作る上で特筆すべき点として，生

徒あるいは養護教諭自身が信頼する教員と情報を共有し
ていたことがあげられる．このような役割に拘らない柔
軟な対応は，生徒を見守る目や生徒の相談窓口を増やす
という利点につながったと考えられる．
４）【生徒が自分自身で決定できるように支える】
妊娠継続か否かを生徒が自己決定する過程において，

養護教諭は産む・産まないについては教員が決めること
ではないという考えから，決定するための材料である情
報を提供することが支援の中心となっていた．出産まで
の妊娠の経過，育児の実態や経済面，家族のサポートの
重要性，中絶のリスクについて説明をし，また，生徒の
決断した結果が安易な理由によるものでないかどうかを
確認し，必要な場合は再度じっくり考えるように導いて
いた．そして，生徒が家族やパートナーとの意見が対立
した時や受診時の胎児エコー写真を見た時等，生徒自身
の気持ちが揺れ動く場合には，揺れ動く気持ちをそのま
ま受け止め，共に考える姿勢で関わっていた．以上のこ
とから，養護教諭は，生徒が多様な情報を元に自分なり
に考え抜いて納得できる結論を出せるように，共に考え
る支援を行っていることが明らかになった．
しかし，中には生徒の成育環境の複雑さや精神的な依

存性の高さから虐待の危険性も考え，本当は産まない方
がいいと思っていたという葛藤を表現してくれた養護教
諭もいた．この葛藤は，日頃から保健室において親の虐
待や貧困等で苦しむ生徒との関わりがあり，問題を抱え
た生徒が子どもを産むことで不幸な子どもが新たに産ま
れてしまうことへの危機感からのものであると考えられ
る．また，中絶せざるを得ない場合も，命の大切さを教
育する立場の養護教諭が芽生えた命を絶つ行為である中
絶を容認しなければならない，という割り切れない感情
が表現されていた．教員の立場としては，産む・産まな
いの決定に関して自分の考えを伝えるべきではないと考
えているが，一個人としては様々な思いがあり，その複
雑な思いを抱えながら支援をしている実態が明らかに
なった．
学業と妊娠継続の可能性に関する養護教諭の認識につ

いては「若年妊娠の場合，他の生徒への影響や保護者等
の理解不足から学業の継続は難しく，出産を希望する場
合は退学をして育児に専念するのが望ましい１）」という
赤井の調査報告がある．しかし，本研究では，養護教諭
は妊娠に関係する情報と共に学業継続が可能である情報
も提供していた．この情報提供の理由としては，妊娠を
継続しながら卒業することができた生徒の支援経験や，
妊娠・出産のために高校を中退した生徒が退学後に社会
的・経済的不利益を受ける実際を目の当たりにした体験
が背景にあった．昨今，妊娠をしたことで高校を退学せ
ざるを得なかった女性の社会的不利益については社会的
な問題になっている１５）．武輪は１０代での妊娠・出産のた
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めに退学し定時制高校で学び直した３０代の女性へのイン
タビューを通して「妊娠による高校退学がもたらす低学
歴や貧困の問題と学び直しの事後支援の必要性１６）」につ
いて報告している．このように妊娠による高校中退が社
会的問題としてメディアに取り上げられることが多くな
り，文部科学省もその実態の調査に乗り出し，２０１７年９
月１２日付で「公立の高等学校（全日制及び定時制）にお
ける妊娠退学に係る調査について」という文書を各都道
府県教育委員会に送付している．調査内容は２０１５年４月
１日から２０１７年３月３１日までに学校が把握した妊娠をし
た生徒数や対応などである．このような動きや京都府立
高校の事案に対する文部科学省の見解を考え合わせると，
今後妊娠をした生徒が高校を辞めずに継続する機会が多
くなる可能性があり，養護教諭の自己決定を促す支援は
重要となると考えられる．
５）【家庭・学外関係機関との連携体制を整える】
養護教諭は支援の早い段階から家族やパートナーにサ

ポート力があるのかどうかについてのアセスメントをし
ていた．砂川は若年妊婦に対するインタビューから妊娠
に適応していくプロセスを報告し，その中で「早すぎた
妊娠に身内の動揺があるものの，徐々に家族で児を受け
入れる準備を行い，傍らにはいつも実母の寄り添いがあ
り若年妊婦を強力にサポートしていた７）」というように，
実母のサポート力の重要性について明示している．つま
り，家族のサポート体制が脆弱な中で出産を決意した場
合は妊娠継続や育児における困難が考えられることから，
早い段階で家族やパートナーのサポート力を見定めるこ
とが必要なのである．そして妊娠継続となった場合，養
護教諭は学内のサポート体制を固め，学校のできるこ
と・できないことを明らかにし，家族と口頭での同意・
確認をしていた．また，出産のために退学を決意してい
た場合であっても，生徒を地域保健師につなぐ役割を果
たしていた．村越は１０代出産女性の現状と課題を質問紙
により明らかにし，その中で「１０代出産女性の７１．８％が
出産したことを肯定的に受け止めていたが，経済不安と
知識の育児に関する少なさをデメリットと受け止めてお
り，妊娠，出産，育児等の長いスタンスの知識提供と現
状を理解した上での支援体制が必要と考えられた４）」と
報告している．つまり，妊娠継続を決意した高校生を早
期に地域の母子保健担当者につなげ，長いスタンスで支
援してもらうことが必要なのである．
６）【信頼される日頃の養護活動が相談につながる】
このカテゴリーは支援とはいえないが，支援を考える

上で最も重要な要素であるといえる．なぜなら，この
【信頼される日頃の養護活動が相談につながる】という
支援へのきっかけがなければ，これまで述べてきた支援
は事実上不可能だからである．
小川は若年妊婦へのインタビューを通して「若年妊婦

は青年期特有の自己防衛が強く教師などの身近な大人に
相談せず，状況の改善に結び付く適切な助言を得られに

くい６）」と報告している．最悪の場合には大人に相談で
きずに中絶の機会を逃し，出産後に児を死に至らしめて
しまうような結末となる場合もある１７）．高校生をこのよ
うな悲惨な状況にさせないためにも，妊娠したことを安
心して相談できる専門的な窓口が必要なことは言を俟た
ない．
本研究で支援につながった事例には，元々養護教諭と

の信頼関係ができていることから相談につながった事例，
および他の主訴で来室する中で「何か変」という養護教
諭の気づきから相談が始まっている事例があった．この
結果から，本研究で面接に参加した養護教諭には，生徒
との信頼関係を形成する能力や言葉に出すことが出来な
いSOSに気づく力があったといえる．この能力を活かし
た日頃の養護活動があったからこそ，相談の入り口が作
れたのである．この相談の入り口としての養護教諭の役
割については，『生徒指導提要』においても「養護教諭
の活動の中心となる保健室は誰でもいつでも利用でき，
児童生徒にとっては安心して話を聞いてもらえる場所で
ある．養護教諭は，けがなどの救急処置や身体の不調を
訴えて来室する児童生徒を始め，不登校傾向，非行や性
に関する問題のある児童生徒などにも日常的に保健室で
関わる機会が多く，いじめや虐待などの問題を発見しや
すい立場にある１８）」というように危機的問題を発見しや
すい立場として示されている．また，飯塚は，養護教諭
の心の健康問題に対する関わりの特徴を「養護教諭自身
が生徒にとって安心でき信頼できる存在となり，どのよ
うな生徒からも相談されやすい存在になるよう心掛けて
いること，および心の健康問題に気づく能力があるこ
と１９）」と本研究と同様の報告をしている．つまり，妊娠
をした生徒の支援は相談された時から始まるのではなく，
日常の中のコミュニケーションや応急処置等での対応等，
すでに日頃の養護活動から始まっているのである．

Ⅴ．結 論

本研究は，妊娠をした高校生への養護教諭の支援のあ
り方を明らかにすることを目的とし，養護教諭７名に半
構造化面接を行い，質的記述的方法により分析した．そ
の結果，１０５のコードが抽出され，２６サブカテゴリー，
６カテゴリーに分類された．
妊娠をした生徒に対する養護教諭の支援は【信頼され

る日頃の養護活動】を基盤とし，初回相談において【い
ち早く重要他者につながる道筋をつける】ように関わり，
妊娠・出産・育児・学業継続などに関する情報提供をす
ることで【生徒が自分自身で決定できるように支える】
ことであった．また，妊娠・中絶・出産に伴う心身の状
態の変化に合わせ，全過程を通して【妊娠に関連する心
身の状態を受け止め支える】支援を行っていた．一方で
パートナーと家庭のサポート力に関する情報収集をしな
がら【家庭・学外関係機関との連携体制を整える】こと
を行い，母子保護の観点から【信頼できる教員によるサ

１３１落合ほか：妊娠をした高校生に対する養護教諭の支援のあり方



ポート体制を整える】支援を行っていた．
妊娠をした高校生に対する養護教諭の支援として必要

なことは，日頃から生徒や教員から信頼される養護活動
を実践することである．また，いち早く母親やパート
ナー等の重要他者につなげ，妊娠に関連する事だけでは
なく学業継続の可能性も含めた多様な情報を提供し，生
徒が重要他者と十分話し合いながら自己決定できるよう
心身両面から支えることが重要である．
本研究の限界として，首都圏にあるＡ県という限られ

た地域の養護教諭の面接から明らかになった支援である
ため，体制や実情が異なる地方の高校において必ずしも
活用できるとはいえない．今後の課題としては，地方の
高校における妊娠した生徒への支援の実態を知ることで
本研究との類似点や相違点を明らかにし，妊娠した生徒
への支援について探求する必要がある．
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Ⅰ．なぜ歴史研究を手がけるのか

歴史研究を志す者は，なぜ，過去の事実に視点を定め
るのであろうか．
歴史研究者は，他研究分野から見ると，「役に立たな

いことを自身の興味関心にそって単に道楽として研究し
ているのではないか」と見えるのかもしれない．
こうした見方に対して，ある研究者は，「流動のなか

を生き抜くためには，歴史に学ぶほかない」と言い，ま
た，「過去（歴史）は，現在を相対化する最も確実な方
法の一つ」と主張する．
しかし，現在と過去を相対化した上で，「何を語ろう

としているのか」は，具体的対象を示さなければその言
葉の意味はわかりにくい．
連載第２回では，具体的対象として，制度史をとりあ

げて稿を進めてみたい．
連載第１回『学校保健の原理・歴史研究総論―原理・

歴史研究は現実の何に役に立つのか―１）』において，瀧
澤利行が「学校保健学における原理・歴史研究はこれま
で積極的に展開されてこなかった」と評した．その理由
として，「原理なり歴史なりの原論的な研究対象がもた
らす実践的な価値が学校保健研究者に十分共有されてな
いことの現れといえる」とし，さらに，「「哲学・思想や
歴史のことを研究して学校保健の現実的な課題がどれほ
ど解決するのか」，極言すれば原理や歴史は「役に立つ
のか」という素朴かつ根強い懐疑が学界全体の共通感覚
として存在している」（傍点筆者）との認識を示してい
る．
例えば，今日の新型コロナウイルス感染症（COVID-

１９）のパンデミックについて，歴史研究者はどのように
寄与できるのであろうか．
これについて，歴史学を専門とする藤原辰史は，次の

ように述べる．
「想像力と言葉しか道具を持たない文系研究者は，新
型コロナウィルスのワクチンも製造できないし，治療薬

も開発できない．そんな職種の人間にできることは限ら
れている．しかし小さくはない．たとえば，歴史研究者
は，発見した史料を自分や出版社や国家にとって都合の
よい解釈や大きな希望の物語に落とし込む心的傾向を捨
てる能力を持っている．そうして，虚心坦懐に史料を読
む技術を徹底的に叩き込まれてきた．その訓練は，過去
に起こった類似の現象を参考にして，人間がすがりたく
なる希望を冷徹に選別することを可能にするだろう２）」
（傍点筆者）
藤原が示した見解は，おおよそ歴史研究者の共通認識

である．しかしながら，その共通認識が他研究分野と共
有できていないといった課題がある．さらに現状を考え
れば，「これを共有できないのはなぜか」を検討しなけ
ればならないこと自体，今日の学界を支配する価値観の
偏りや考え方の傾向を示しているのであり，これもまた
原理・歴史の研究課題である．

Ⅱ．制度の中に何を見るのか

制度は，一見して，硬い文章で書かれた抽象的で無味
乾燥した文字の羅列ように見える．しかし，そこに記さ
れた文章は，私たちが生まれてから死ぬまでの間，自身
と周辺の生活を規定する重要な事項である．
制度には，社会を形成・維持するための機能があり，

そのルールを他者と共有するためには何らかの記号に移
し変える記号化（symbolization）が必要である．つま
り，制度は記号化された文字情報によって，目に見える
形の文章（成文）で残される．その記号化と言語化（ver-
balization）の背景には，社会で暮らす人々の心的構造
を垣間見ることができる．
法治国家における制度は，一般的には，法によって示

される．そして，制度は，言語表現の概念意味を生成解
釈する際の心的過程を具現化し，社会を特徴づける概念
（concept）として表現される．そうした制度が，どう
いった経緯で成立し，現存しているのかについては通常
知ることはないし，興味をもつことも少ないだろう．

■連載 「学校保健における原理・歴史のメソドロジー」
Methodology of Principles and History of School Health Study

第２回 制度史は何を語るのか
七木田 文 彦
埼玉大学教育学部

History of Politics, Regulations and System in School Health
Fumihiko Nanakida

Faculty of Education, Department of School Health, Saitama University

Key words：archives, historical records, social structure, school health education
公文書，史料，社会構造，保健科
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歴史研究者が制度史を手がけるのは，制度という言語
化された文字情報と行間に，当時の制度立案者たちの考

コンフリクト

えと葛 藤を明らかにしながら，人間の考え方の本質を
見ようとするからである．
市民を形成する制度は，無色透明で中立的な装いの中

に，人々の意図や欲望が渦巻いている．客観性が担保さ
れているように見える制度も，実際にはその成立過程で
は，恣意的で，利権や経済的力学の中で理念が歪曲され，
成文化されることがある．現立法府における審議過程を
みるならば，ここでその詳細を確認するまでもないだろ
う．そのため，制度＝真の意味での公共（パブリック）
ではない部分があるとすれば，制度がどのようにしてつ
くられたのかを明らかにし，市民社会における公共性と
して当該制度が妥当であるか否かを再検討することが，
歴史研究に課せられた課題でもある．
その成立過程に盲目であるならば，成立した制度の如

何に関わらず，パブリックなものとして，そこに身を寄
せながら歩むことになる．例えば，学習指導要領に「深
い学び」と示されれば「深い学びをどうやってやるか」
といったことにのみ関心が注がれる．しかし，本来は，
なぜ，今，「深い学び」が必要で，ここに登場したのか

わ け

といった理由とともに，引き受けなければならないが，
示されたことの経緯までは関心が及ばない．そして，こ
うした制度化の表面的な理解は，ハンナ・アーレントが
指摘した「思考停止状態３）」による制度の忠実なる遂行
といった状態を生み出す．
制度史は，制度の中に潜む人間の本性をその成り立ち

のなかから告発する役割を負っている．

Ⅲ．未完の「保健科」改革

そのことを学校保健に関わる一つの史実を通してみて
みよう．戦後教育改革における「保健科」の運命は，たっ
た一人の意見に大きく左右された．
周知のように，１９４７（昭和２２）年５月に公表された「学

校体育指導要綱」をもって，「保健」と「体育」の合科
型教科の誕生とみる４）．
後に教科名も「保健体育科」となり，「保健」と「体

育」の合科型教科が名実共に発足した．しかしながら，
授業は「体育」を中心に展開され，「保健」は「雨降り
保健」と揶揄された．制度は確立したが，機能面におい
ては課題を抱えていたのである．
教科のスタート時点において，「技術家庭科」のよう

に，「技術科」と「家庭科」を担当する教員が分かれて
いたならば，こうした事態は招いていなかったのかもし
れない．しかし，「保健体育科」は合科型教科として発
足し，「保健体育」と「保健」の免許状が準備されたが，
教員採用試験によって募集・採用される教員は，「保健
体育」の免許状を有する教員に一本化された．
当時の制度立案者たちは，後のこうした状況を予想で

きていたであろうか．

「保健科」と「体育科」を結びつけた合科型教科「保
健体育科」の成立は，戦後教育改革において「保健科」
の教科形態を審議した学校体育研究委員会の決定に委ね
られていた５）．
学校体育研究委員会では，「保健体育科」の発足にあ

たり，①「体育」を「体育運動」と「衛生（保健）」を
含む概念として「広義体育論」を主張する委員と，②「体
育」の概念は「衛生（保健）」を含まず，「体育運動」の
みを示す概念として「狭義体育論」（保健科独立論）を
主張する委員に分かれていた．当時の学校衛生（学校保
健）関係者は，後者の②「狭義体育論」，つまり，保健
科独立論を主張した．

ひらく

しかし，会の首班である岩原拓は，現実的な解決策
として，①「広義体育論」を主張し，多数派である保健
科独立論を退けた．終戦直後の混乱期に，より現実的で
実効性ある選択をせざるを得なかったとの見方もできる
が，岩原が国立体育研究所の所長，文部大臣官房体育課
課長，日本学校衛生会副会長（理事長兼務）といった職
を歴任し，彼の持論でもある「広義体育論」を軸とした
改革へと向かわせたことは容易に想像できる．戦後教育
改革はリベラルな改革といわれながらも，人選の段階で，
すでに保守的改革（戦時体制・組織の維持）の基盤とな
る人物を中心においたことが後を規定したともいえる．
一方，委員会で保健科独立論を主張した多くの委員は，

自らの考えと反する「広義体育論」での決着に納得した
のであろうか．
対向する考えの調整は，短期的改革と中長期的改革を

想定し，短期的には「広義体育論」として改革を進め，
中長期的な改革としては，段階的に「保健科」の独立を
進めることで打開が図られた．これが当時の「現実的」
決着の内幕である．
戦後体育改革は中学校より進められ，続いて高等学校，

小学校へと順に改革が進められる予定であった．これと
並行して，中学校教員免許状には「保健体育」と「保健」
の両免許状が準備され，「保健」免許状取得者が一定数
増加した段階で，「保健体育科」は「保健科」と「体育
科」に分離する計画であった．さらに，次期改革におい
て，小学校も「体育科」から「保健体育科」へと改称す
ることが改革の既定路線だった．しかし，１９５０（昭和２５）
年に朝鮮戦争が勃発したことで，占領下における国内の
改革は一変し，「逆コース」によるさらなる保守化とと
もに，「保健科」独立構想も改革の途中で頓挫した．
小学校「体育科保健領域」，中学校「保健体育科保健

分野」，高等学校「保健体育科科目保健」といった変則
的教科形態は，未完の教育改革として固定化された挫折
の結果である．免許状も，中学校と高等学校には，「保
健体育」と「保健」が準備されながらも，「保健」の免
許状は多くが使用されることなく，取得できる実態だけ
が残った．
「雨降り保健」といわれる現実は，「保健」と「体育」
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が内容論的に異なるものとして把握され，独立が判断さ
れようとした直前で，戦前からのしがらみと個人の思想
が絡み合いながら「保健科」の完全分離を妨げた．ここ
に，教科の成立と共に，「専門職になれない専門職（im-
possible profession）」も誕生したのである．
戦後教育改革によって誕生した「保健体育科」は，以

上のような歴史を背負って現存している．そしてまた，
歴史が背負った課題は，後に保健教育研究として取り組
まなければならない状況を生み出したのである．
制度史は，制定された文章の中に立案のプロセスとイ

デオロギーを読み解きながら，史実の実証により課題を
顕在化させる作業である．

Ⅳ．隠されたテーマ

以上のように，制度史の例として，教科「保健体育科」
の成立プロセスを概観したが，その詳細を明らかにした
からといって，どうなるのか．過去にもどって改革を修
正するわけにはいかないし，失敗を告発したからといっ
て，過去と現在の置かれた状況は異なるので，今，史実
を明らかにする理由はどこにあるのか．すると，何のた
めに研究テーマとして制度の形成過程を明らかにするの
か疑問が残る．さらに，この疑問に答えなければ，他研
究分野からの「歴史研究は役に立たない」との評価も解
消できないだろう．
先の例において，教科成立の詳細プロセスを探求する

のは，改革時の人間の判断は「理念」と「現実」を行き
来しながら揺れ動き，「どのような原理によって決断す
るのか」といったラディカルな面を明らかにできるから
である．これが歴史研究の隠れたテーマであり，先に藤
原が「人間がすがりたくなる希望」と表現したことである．
歴史研究は，理念先行型の改革と現実の範囲内での保

守的改革の間で葛藤したとき，最終的には現実的な選択
をおこなう心的傾向があることを暴露し，「改革とは何
か」といった問いに私たちを引き戻す．しかし，実証の
結果をもって，歴史が行った判断に良し悪しの審判を下
すのではなく，人間の判断を規定した構造とその特徴を
顕在化させることを結論とする．藤原が「歴史研究者は，
発見した史料を自分や出版社や国家にとって都合のよい
解釈や大きな希望の物語に落とし込む心的傾向を捨てる
能力を持っている」と語ったのは審判を下す目的で研究
をおこなっているからではない．
私たちは，困難な課題に直面したとき，理念先行型の

改革は未だ経験したことのない見えない領域へ踏み出さ
なければならないために，なかなかこれを選択できず，
目に見えて評価できる現実的な路線へと舵を切る傾向が
ある（経路依存による制度的ロックイン）．それを歴史
研究者は，「冷徹に選別」し，来る改革の判断のときに
これを突きつける．
まだ見ぬことへの判断は，これまでの経験を越えて創

造力が必要になる．歴史が過ちを繰り返すのは，過去の

経験の枠を乗り越えた創造力を市民性（citizenship）と
して持ち合わせていないからである．困難な課題への選
択は，過去と現在の対話を通して「未完の教育改革」か
「未来の教育改革」を迫るものである．
しかし，人間が課題に直面したときの判断構造への着

目は，「学校保健領域の研究ではないのではないか」と
の疑問が残る．そこで，「保健科」をめぐる教科の成立
は，内容の検討によって，もう一つの歴史的分析の視点
を掘り下げることになる．
これまで，「保健科」成立史は，制度史を中心に検討

されてきたことから６），成立にいたる議論は「保健科」
といったワードに引きずられ，戦後教育改革期に限定さ
れていた．しかし，健康に関する内容を学校教育の対象
として検討しはじめると，戦前からの連続性の中に健康
教育教科の成立史として再検討する視点が立ち上がる．
これまで，戦後教育改革の中に閉じ込められていた「保
健科」成立史を健康教育教科「保健科」の成立史として，
あらためて戦前からの連続性の中に教科成立史の視点を
開放する．
学校教育において衛生習慣を有する市民の育成と社会

参加は，近代の衛生社会がデザインされた段階で内在化
されていた．長与専斎が‘Public Health’を「公共衛生」
ではなく「公衆衛生」と翻訳したように，近代日本の成
立は，衛生習慣を有する「民衆」の育成と社会参加を想
定していた．普及には衛生（健康）の啓発を必要とし，
これが，戦後，「保健科」の成立として，制度的に具現
化されたと見ることができる．これは，「生―権力」（bio-
pouvoir）と「生―政治」（bio politique）７－９）に集約される
アリーナ（領域）の歴史的検証でもある．
「保健科」成立にみる制度史は，以上のように，制度
の形成過程を明らかにしながら，２つの隠されたテーマ
にアプローチしている．

Ⅴ．通史から制度史へ―史料の探索と分析視角―

制度史は，単に制度の形成過程のみを詳述するだけで
はなく，その過程における人間の心的傾向やそれを生み
出す構造をも同時に検討の対象とする．これまでの学校
保健界における歴史研究が，その多くにおいて複眼的で
重層的な視点を開拓できなかったのは，文部省監修・日
本学校保健会編『学校保健百年史』（１９７３年）１０）に代表さ

イコール

れる通史が＝歴史研究であるとの認識があったからで
ある．
通史とは，歴史記述の一様式であり，時代，地域，分

野などを限定せず，かつ制度や出来事，エポックメイキ
ング等を時系列に並べた総合的な歴史的史実の記述であ
る．なかでも制度史は，人々の暮らしの中にある生活実
態を記述した民衆史や社会史などとは異なり，憲政・行
政史料（公文書）を中心に体系的な議事録等が残されて
いるために，全体が把握されやすく，通史としての記述
が比較的容易である．そのため，通史としての記述＝制
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度史として受けとめられやすい．
制度史は，歴史研究の中でもより堅実に実証できる対

象であるが，それは，史料が物理的に入手しやすいため
である．しかし，一度，制度史が描かれると，新たな史
料の発掘がなければ，その定説が覆されることはない．
そこで，新史料の発掘と既存史料の読解，史料の徹底し
た分析と批評を行うことで，定説を再検討し，新たな歴
史像を形成していくのが歴史研究の方法である．
今日に至って，制度史に関係した新史料（特に公文書）

の発見は困難になっている．そのため，思想史，地域史，
社会史，民衆史といった異なる視点から制度をとらえ直
すことで，あらたな制度史の地平が拓かれる可能性が
ある．
学校保健分野においては，主に通史としての歴史が叙

述されてきたために，ある領域においては，未だ発掘さ
れていない史料が存在すると思われる．
先の「保健科」成立史の場合，改革のプロセスを実証

するにあたって，国立国会図書館憲政資料室所蔵の
GHQ／SCAP，CIE文書，国立教育政策研究所教育図書
館所蔵（以後，国研と表記）の戦後教育改革資料といっ
た体系的な史料群との出会いが論を進める重要な機会と
なっている．同史料群は，存在は知られていたが，学校
保健研究者においては，１９９０年代に至るまでほとんど手
がつけられていなかった．このような史料の発掘ととも
に新たな史実が明らかになる．
一方で，制度形成前期にあたる戦時下史料については，

検閲が強化されていただけではなく，そもそも物資不足
であったために印刷，出版が制限されており，史料の残
存率は高くない．残されている史料も，紙質，印刷状態，
保存状態が極めて悪い．さらに，旧文部省の行政文章は，
終戦直前に証拠隠滅のため，省内史料の多くを焼却処分
しており，史料が残されている可能性は低い．しかし，
丁寧な調査を進めるならば，戦前・戦中の文部省内部史
料の一部は，旧文部省職員が秘密裏に自宅に持ち帰って
いた事実が判明し，それを追って個人宅蔵書の中に重要
史料を発見することもある．国研所蔵の重田定正文書は
それにあたる．１９４０年代に文部省体育局保健課課長を務
めた重田定正が国研に寄贈した蔵書の中に戦時下の貴重
史料が紛れ込んでいたのである．同史料には，制度原案
の余白に審議過程のメモが残されているなど，制度成立
に関わる議論がそのメモのから確認できる．走り書きさ
れたメモが新たな歴史を切り拓き，小さな史料の発見が
大きな歴史を書き換えるのである．史料がなければ事実
の確認ができず，歴史がないのと同じである．ここに史
料調査の重要性が見出される．
史料は，刊行物やメモ，音声証言など，様々な形態で

現存する．史料探索の方法は様々であるが，今日に至っ
ては，インターネットによる横断的史料検索が可能であ
るため，史料へのアクセスは容易である．しかし，所蔵
リストに挙げられていないものは，新史料発掘のため，

自らの足による調査が必要である．
私の場合，竹内光春，江橋慎四郎といった旧文部省職

員へのヒアリング調査，米国アイオワ大学附属図書館
アーカイブズ（University of Iowa Archives Special Col-
lections）所蔵のCharles Harold McCloy Papers（マッ
クロイ私家文書）など，史料調査は海外にも及ぶ．
他方，古書店における偶然の史料との出会いもある．

例えば，戦前・戦中に文部省職員であった吉田章信の関
係史料として，私家アルバムを入手，文字データではな
く写真が史実を語っていた．アルバムには，１９３６（昭和
１１）年のC.E.ターナー来日時の写真がまとめられており１１），
ターナー来日の足跡は，写真によって裏付けられた．
以上のような史料調査は，新たな史料発掘への期待を

もってあたるが，多くの場合，その期待は裏切られる．
しかし，その失敗の繰り返しが，後に小さな事実を発見
する．今日の研究世界において，こうした手法は，非効
率的であり，存在するかどうかわからない史料を手探り
状態で探しているため，気の遠くなるような作業の継続
が求められる．年表の作成と史料リストの作成を行いな
がら，一つひとつの史料と向き合う地道な作業である．
早急な研究成果と短期的評価が重視される今日に至っ

ては，歴史研究は，時間がかかり，生産性が悪いように
感じられ，これを手がける研究者も多くはない．しかし，
小さな史料の発見から明らかになる世界は，人間の本性
を暴露し，私たちの価値観や認識を大きく変える可能性
をもつ．
よって，「役に立つのか」という懐疑に対して，歴史

研究者の役割は「小さくはない」と回答できるだろう．
史料が導く分析の視点は，哲学や思想などのこれまで

の人間の思索を受容することで，より魅力な制度史を記
述できる．しかし，歴史研究者は，史料が示す意味を
フィルターを通して見るのではなく，焦る気持ちを前に
「冷徹」に史料と対話をする．連載第１回で示された，
歴史の女神クレイオーへの道はこうした者にのみ拓か
れる．
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the Practical Use of School Health Records:

A Questionnaire Survey of Parents from Seven Local Municipalities in Japan
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Background: School health check-ups are annually performed in Japan．However, the practical use of the data
has not sufficiently progressed.
Objective: We performed a questionnaire survey to elucidate the general understanding and perceptions of the
practical use of school health records in Japanese local municipalities after providing the summary report of the
school health check-up records to parents.
Methods: Parents from ７ local municipalities with ４９ junior-high schools（N＝４，０８１）were invited to answer the
survey, which comprised the following contents: １）sociodemographic characteristics, ２）attention toward chil-
dren’s health and parents’own health, and３）practical use of school and integrated health records.
Results: Most parents answered the survey（N＝２，７４７, ６７．３%）. Results revealed that ８４．７% of the parents had
family conversations about the report, ６３．１% believed the report improved attention toward child health, ５８．５%
who did not have a health-checkup annually increased their attention toward their own health, and over ８０%
agreed to use health records for health promotion and disease prevention.
Conclusions: The summary report can improve attention toward children’s and parents’health, and the practical
use of health records can be approved. Additional studies focusing on parents’negative opinions toward this proc-
ess should be elucidated.

学校健診情報の利活用に対する理解と認識：本邦７自治体を対象とした質問紙調査

井出和希，吉田都美，木村 丈，尾板靖子，川上浩司

背景：学校健康診断（学校健診）は本邦において毎年行われている．しかしながら，データの活用は十分に進められ
ていない．
目的：我々は，学校健診情報を要約した資料を保護者に提供した後に，情報の活用に対する理解と認識について明ら
かにすべく，自治体において質問紙調査を行った．
方法：７自治体４９中学校の保護者（N＝４，０８１）を対象として質問紙調査への回答を依頼した．質問紙調査の項目と
しては，１）社会学的背景，２）子ども及び保護者の健康に対する関心の変化，３）学校健診情報および他の健康情
報との連接に対する認識・理解とした．
結果：ほとんどの保護者が調査に回答した（２，７４７名；６７．３％）．結果，学校健診情報の還元資料については，８４．７％
の保護者が家庭において話題にしたと回答した．また，６３．１％の保護者は，資料により子どもの健康状態に対する関
心が向上したと回答した．５８．５％の保護者は，本人の健診受診意欲に対する影響も実感していた．なお，８０％以上の
保護者が，健康増進や疾病予防のために情報を活用することに前向きな見解を示した．
結論：資料は子どもの健康に対する関心の向上および保護者自身の健康意識・健診受診意欲に寄与することが示唆さ
れた．また，情報の利活用については多くの保護者が前向きな見解を示したものの，今後，懸念の抽出と対応につい
ても必要であると考えられた．

英文学術雑誌

連絡先：〒６０６―８５０１ 京都市左京区吉田近衛町
京都大学大学院医学研究科 社会健康医学系専攻 薬剤疫学分野（川上）
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会 報 【第１７期選挙管理委員会報告】

一般社団法人日本学校保健学会第１７期役員選挙結果につきまして，お知らせいたします．
（第３０回理事会，第７回定時総会（代議員会），および第８回臨時理事会を経て決定いたしました第１７期役員体制に
ついても，あわせて記載しております）

第１７期選挙管理委員会委員長 上地 勝
委 員 黒川 修行 山田 浩平

一般社団法人日本学校保健学会 第１７期役員選挙結果
―第１７期（２０１９―２０２２）理事長・常任理事・地区代表理事・理事・監事・代議員・事務局名簿（各地区５０音順）―

★理事長，☆常任理事，◎地区代表理事，○理事，◆事務局長

北海道地区
（理事１）
（代議員３）

東北地区
（理事２）
（代議員５）

関東地区
（理事９）
（代議員３３）

北陸地区
（理事１）
（代議員３）

東海地区
（理事３）
（代議員１２）

近畿地区
（理事４）
（代議員１３）

中国・四国地区
（理事３）
（代議員９）

九州地区
（理事２）
（代議員６）

監 事 幹 事

◎羽賀 將衛
山田 玲子
渡部 基

新井 猛浩
◎黒川 修行
○小林 央美
瀧澤 透
面澤 和子

青栁 直子
○朝倉 隆司
荒川 雅子
荒木田美香子
今関 豊一

☆植田 誠治
上地 勝

◆内山 有子
釆女智津江

★衞藤 隆
遠藤 伸子
大沼久美子
籠谷 恵
笠井 直美
鎌田 尚子
齋藤 千景

☆佐々木 司
佐見由紀子
宍戸 洲美
杉崎 弘周

○高橋 浩之
◎瀧澤 利行
竹鼻ゆかり
武見ゆかり
田嶋八千代
戸部 秀之
中下 富子
七木田文彦
野井 真吾

☆野津 有司
○物部 博文
森 良一

○渡邉 正樹

◎岩田 英樹
河田 史宝
櫻井 勝

家田 重晴
☆
◎大澤 功

鎌塚 優子
後藤ひとみ

○下村 淳子
鈴江 毅
林 典子
古田 真司
宮尾 克

○村松 常司
森田 一三
山田 浩平

五十嵐裕子
内海みよ子
大川 尚子
笠次 良爾
川畑 徹朗
北口 和美

◎後和 美朝
中村 晴信

○西岡 伸紀
春木 敏

○宮井 信行
宮下 和久

☆森岡 郁晴

○池添 志乃
伊藤 武彦
奥田紀久子
上村 弘子

○郷木 義子
丹 佳子
西村 覚

◎棟方 百熊
森 宏樹

○住田 実
高倉 実

◎照屋 博行
樋口 善之
松浦 賢長
宮城 政也

中川 秀昭
三木とみ子

欠ノ下郁子
田中和香菜

＊理事は，代議員の互選，理事長は理事の互選，常任理事は理事長指名，地区代表理事は各地区理事の互選，監事，事務局長，幹事は理事長指名によ
り選出されています．
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原稿の種類 内 容

１．総 説
Review
２．原 著
Original Article
３．実践報告
Practical Report
４．資料
Research Note
５．会員の声
Letter to the Editor
６．その他
Others

学校保健に関する研究の総括，解説，提
言など
学校保健に関する研究論文

学校保健の実践活動をまとめた報告

学校保健に関する資料

学会誌，論文，学会に対する意見など
（８００字以内）
学会が会員に知らせるべき記事，学校保
健に関する書評，論文の紹介など

機関誌「学校保健研究」投稿規程
１．投稿者の資格

本誌への投稿者は共著者を含めて，一般社団法人日
本学校保健学会会員に限る．

２．本誌の領域は，学校保健及びその関連領域とする．
３．投稿者の責任
・掲載された論文の内容に関しては，投稿者全員が責
任を負うこととする．

・内容は未発表のもので，他の学術雑誌に投稿中でな
いものに限る（学会発表などのアブストラクトの形
式を除く）．

・投稿に際して，所定のチェックリストを用いて原稿
に関するチェックを行い，投稿者全員が署名の上，
原稿とともに送付する．

４．著作権
本誌に掲載された論文等の著作権は，一般社団法人

日本学校保健学会に帰属する．
５．倫理

投稿者は，一般社団法人日本学校保健学会倫理綱領
を遵守する．

６．投稿原稿の種類
原稿は，内容により次のように区分する．

「総説」，「原著」，「実践報告」，「資料」，「会員の声」
以外の原稿は，原則として編集委員会の企画により執
筆依頼した原稿とする．

７．投稿された原稿は，審査の後，編集委員会において，
掲載の可否，掲載順位，種類の区分を決定する．

８．原稿は，「原稿の様式」にしたがって書くものとする．
９．随時投稿を受け付ける．
１０．原稿は，正（オリジナル）１部のほかに副（コピー）
１部を添付して投稿する．

１１．投稿料
投稿の際には，審査のための費用として５，０００円を

郵便振替口座００１８０―２―７１９２９（日本学校保健学会）に
納入し，郵便局の受領証のコピーを原稿とともに送付

する．
１２．原稿送付先

〒１１３―０００１ 東京都文京区白山１―１３―７
アクア白山ビル５F

勝美印刷株式会社 内「学校保健研究」編集事務局
TEL：０３―３８１２―５２２３ FAX：０３―３８１６―１５６１
その際，投稿者の住所，氏名を書いた返信用封筒

（角２）を３枚同封すること．
１３．同一著者，同一テーマでの投稿は，先行する原稿の
審査が終了するまでは受け付けない．

１４．掲載料
刷り上り８頁以内は学会負担，超過頁分は著者負担

（１頁当たり１３，０００円）とする．
１５．「至急掲載」希望の場合は，投稿時にその旨を記す
こと．「至急掲載」原稿は，審査終了までは通常原稿
と同一に扱うが，審査終了後，至急掲載料（５０，０００円）
を振り込みの後，原則として４ヶ月以内に掲載する．
「至急掲載」の場合，掲載料は，全額著者負担となる．

１６．著者校正は１回とする．
１７．審査過程で返却された原稿が，特別な事情なくして
学会発送日より３ヶ月以上返却されないときは，投稿
を取り下げたものとして処理する．

１８．原稿受理日は編集委員会が審査の終了を確認した年
月日をもってする．

原稿の様式
１．投稿様式

原稿は和文とする．原稿は原則としてMSワードを
用い，Ａ４用紙４０字×３５行（１，４００字）横書きとし，
本文には頁番号を入れる．査読の便宜のために，MS
ワードの「行番号」設定を用いて，原稿全体の左余白
に行番号（連続番号）を付す．

２．文章は新仮名づかい，ひら仮名使用とし，句読点
（「，」「．」），カッコ（「，『，（，［など）は１字分とする．

３．英文は，１字分に半角２文字を収める．
４．数字は，すべて算用数字とし，１字分に半角２文字
を収める．

５．図表及び写真
図表，写真などは，直ちに印刷できるかたちで別紙

に作成し（図表，写真などは１頁に一つとする），挿
入箇所を原稿中に指定する．なお，印刷，製版に不適
当と認められる図表は，書替えまたは削除を求めるこ
とがある．（専門業者に製作を依頼したものの必要経
費は，著者負担とする）

６．原稿の内容
・原稿には，【Background】，【Objective】，【Methods】，
【Results】，【Conclusion】などの見出しを付けた
４００語程度の構造化した英文抄録とその日本語訳を
つける．ただし原著以外の論文については，これを
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省略することができる．
・すべての原稿には，五つ以内のキーワード（和文と
英文）を添える．

・英文抄録については，英語に関して十分な知識を持
つ専門家の校正を受けてから投稿する．

・正（オリジナル）原稿の表紙には，表題，著者名，
所属機関名，代表者の連絡先（以上和英両文），代
表者のメールアドレス，原稿枚数，図及び表の数，
希望する原稿の種類，別刷必要部数を記す（別刷に
関する費用は，すべて著者負担とする）．副（コ
ピー）原稿の表紙には，表題，キーワード（以上和
英両文）のみとする．

７．研究の内容が倫理的配慮を必要とする場合は，研究
方法の項目の中に倫理的配慮をどのように行ったかを
記載する．

８．文献は引用順に番号をつけて最後に一括し，下記の
形式で記す．本文中にも，「…知られている１）．」また
は，「…２）４），…１－５）」のように文献番号をつける．著者
もしくは編集・監修者が４名以上の場合は，最初の３
名を記し，あとは「ほか」（英文ではet al.）とする．

［定期刊行物］ 著者名：表題．雑誌名 巻：頁―頁，発
行年

［単 行 本］ 著者名（分担執筆者名）：論文名．（編
集・監修者名）．書名，引用頁―頁，発行
所，発行地，発行年

―記載例―
［定期刊行物］
１）高石昌弘：日本学校保健学会５０年の歩みと将来への
期待―運営組織と活動の視点から―．学校保健研究
４６：５―９，２００４
２）川畑徹朗，西岡伸紀，石川哲也ほか：青少年のセル
フエスティームと喫煙，飲酒，薬物乱用行動との関係．
学校保健研究 ４６：６１２―６２７，２００５

３）Hahn EJ, Rayens MK, Rasnake R et al.：School to-
bacco policies in a tobacco-growing state. Journal of
School Health７５：２１９―２２５,２００５

［単行本］
４）鎌田尚子：学校保健を推進するしくみ．（高石昌弘，
出井美智子編）．学校保健マニュアル（改訂７版），
１４１―１５３，南山堂，東京，２００８

５）Hedin D, Conrad D：The impact of experiential
education on youth development. In：Kendall JC
and Associates, eds. Combining Service and Learn-
ing：A Resource Book for Community and Public
Service. Vol １, １１９―１２９, National Society for Intern-
ships and Experiential Education, Raleigh, NC, USA,
１９９０
〈日本語訳〉
６）フレッチャーRH，フレッチャーSW：治療．臨床疫
学 EBM実践のための必須知識（第２版．福井次矢
監訳），１２９―１５０，メディカル・サイエンス・インター
ナショナル，東京，２００６（Fletcher RH, Fletcher
SW：Clinical Epidemiology. The Essentials. Fourth
Edition, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia,
PA, USA,２００５）

［報告書］
７）和田清，嶋根卓也，立森久照：薬物使用に関する全
国住民調査（２００９年）．平成２１年度厚生労働科学研究
費補助金（医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエ
ンス総合研究事業）「薬物乱用・依存の実態把握と再
乱用防止のための社会資源等の現状と課題に関する研
究（研究代表者：和田清）」総括・分担研究報告書，
２０１０
［インターネット］
８）厚生労働省：平成２３年（２０１１）人口動態統計（確定
数）の概況．Available at：http:／／www.mhlw.go.jp／
toukei／saikin／hw／jinkou／kakutei１１／dl／０１_tyousa.pdf
Accessed January６,２０１３

９）American Heart Association：Response to cardiac
arrest and selected life-threatening medical emer-
gencies：The medical emergency response plan for
schools. A statement for healthcare providers, policy-
makers, school administrators, and community lead-
ers. Available at：http:／／circ.ahajournals.org／cgi／
reprint／０１.CIR.００００１０９４８６.４５５４５.ADv１.pdf Accessed
April６,２００４

附則：
本投稿規程の施行は平成３０年（２０１８年）１２月１日とする．
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投稿時チェックリスト（平成３０年１２月１日改定）

以下の項目についてチェックし，記名・捺印の上，原稿とともに送付してください．

□ 著者（共著者を含む）は全て日本学校保健学会の会員である．
□ 著作権委譲承諾書に，共著者全員が署名した．
□ 本論文は，他の雑誌に掲載されていたり，印刷中もしくは投稿中の論文ではない．
□ 同一著者，同一テーマでの論文を「学校保健研究」に投稿中（査読審査中）ではない．

□ 原著として投稿する原稿には，４００語程度の構造化した英文抄録とその日本語訳をつけた．
□ 英文抄録は，英語に関して十分な知識を持つ専門家の校正を受けた．
□ キーワード（和文と英文，それぞれ五つ以内）を添えた．
□ 研究の内容が倫理的配慮を必要とする場合は，研究方法の項目の中に倫理的配慮をどのように行ったのかを記載
した．

□ 文献の引用の仕方が投稿規程の「原稿の様式」に沿っている．
□ 本文には頁番号を入れ，原稿全体の左余白に行番号（連続番号）を付した．
□ 図表，写真などは，直ちに印刷できるかたちで別紙に作成した．
□ 図表，写真などの挿入箇所を原稿中に指定した．
□ 本文，図及び表の枚数を確認した．

□ 原稿は，正（オリジナル）１部と副（コピー）１部がある．
□ 正（オリジナル）原稿の表紙には，次の項目が記載されている．
□ 表題（和文と英文）
□ 著者名（和文と英文）
□ 所属機関名（和文と英文）
□ 代表者の連絡先（和文と英文）
□ 代表者のメールアドレス
□ 原稿枚数
□ 図及び表の数
□ 希望する原稿の種類
□ 別刷必要部数
□ キーワード（和文と英文）

□ 副（コピー）原稿１部の表紙には，表題，キーワード（以上和英両文）のみが記載されている（その他の項目等
は記載しない）．
□ 表題（和文と英文）
□ キーワード（和文と英文）

□ ５，０００円を納入し，郵便局の受領証のコピーを同封した．
□ 投稿者の住所，氏名を書いた返信用封筒（角２）を３枚同封した．

上記の点につきまして，すべて確認しました．
年 月 日

氏名： 印
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著作権委譲承諾書

一般社団法人日本学校保健学会 御中

論文名

著者名（筆頭著者から順に全員の氏名を記載してください）

上記論文が学校保健研究に採択された場合，当該論文の著作権を一般社団法人日本学校保健学会に委譲することを
承諾いたします．また，著者全員が論文の内容に関して責任を負い，論文内容は未発表のものであり，他の学術雑誌
に掲載されたり，投稿中ではありません．さらに，本論文の採否が決定されるまで，他誌に投稿いたしません．以上，
誓約いたします．

下記に自署してください．

筆頭著者：

氏名 会員番号（ ） 日付 年 月 日

共著者：

氏名 会員番号（ ） 日付 年 月 日

氏名 会員番号（ ） 日付 年 月 日

氏名 会員番号（ ） 日付 年 月 日

氏名 会員番号（ ） 日付 年 月 日

氏名 会員番号（ ） 日付 年 月 日

氏名 会員番号（ ） 日付 年 月 日

氏名 会員番号（ ） 日付 年 月 日

氏名 会員番号（ ） 日付 年 月 日

氏名 会員番号（ ） 日付 年 月 日

氏名 会員番号（ ） 日付 年 月 日

＊１ 用紙が足りない場合は，用紙をコピーしてください．
＊２ 本誌への投稿は，共著者も含めて一般社団法人日本学校保健学会会員に限ります（投稿規程１項）．会員でな

い著者は投稿までに入会手続きをとってください．

１４３学校保健研究 Jpn J School Health６２；２０２０



日本学校保健学会倫理綱領

一般社団法人日本学校保健学会は，本倫理綱領を定める．
前 文
一般社団法人日本学校保健学会会員は，教育，研究及び地域活動によって得られた成果を，人々の心身の健康及び

社会の健全化のために用いるよう努め，社会的責任を自覚し，以下の綱領を遵守する．
（責任）
第１条 会員は，学校保健に関する教育，研究及び地域活動に責任を持つ．
（同意）
第２条 会員は，学校保健に関する教育，研究及び地域活動に際して，対象者又は関係者の同意を得たうえで行う．
（守秘義務）
第３条 会員は，学校保健に関する教育，研究及び地域活動において，知り得た個人及び団体のプライバシーを守秘

する．
（倫理の遵守）
第４条 会員は，本倫理綱領を遵守する．
２ 会員は，原則としてヒトを対象とする医学研究の，倫理的原則（ヘルシンキ宣言）を遵守する．
３ 会員は，原則として「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」（平成２６年制定・平成２９年一部改正，文
部科学省・厚生労働省）を遵守する．

４ 会員は，原則として児童の権利に関する条約を遵守する．
５ 会員は，その他，人権にかかわる宣言を遵守する．

（改廃手続）
第５条 本綱領の改廃は，理事会が行う．
附 則 本規程は，平成２５年１０月１４日理事会にて決議，平成２５年１０月１４日より施行する．平成２９年７月９日一部改正．
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会 報 「学校保健研究」投稿論文査読要領
日本学校保健学会 機関誌編集委員会

平成３０年１２月１日

１．日本学校保健学会会員（以下，投稿者と略す）より，総説，原著，実践報告，資料として論文の審査依頼がなされた場合
（以下，投稿論文と略す），編集委員長は，編集委員会または編集小委員会（以下，委員会と略す）の議を経て担当編集委
員を決定する．ただし，委員会が１０日以内に開催されない場合は，編集委員長は委員会の議を経ないで担当編集委員を決定
することができる．この場合，編集委員長は，担当編集委員名を編集委員会に報告する．
２．担当編集委員は，代議員の中から投稿論文査読者候補２名以上を推薦し，委員会においてこれを決定する．ただし，当該
投稿論文領域に適切な代議員がいない場合は，その他の会員または非会員をこれに充てることができる．
３．編集委員長は，論文査読者候補から２名の査読者を選考し，著者名や所属をすべて削除した論文のコピーと審査結果記入
用紙（別紙を含む）をメール添付し，査読を依頼する．
４．査読者による査読期間は，１回目の査読期間を２１日以内，２回目以降を１４日以内とする．
５．査読期間が守られない場合，編集委員長は，査読者に早急に査読するよう要求する．
６．審査結果記入用紙は，別紙（査読者からの審査結果記載部分）のみをコピーし，これを投稿者に送付する．
７．査読の結果において，２名の査読者の判断が大きく異なる場合は，委員会で審議の上，担当編集委員の意見を添えて投稿
者へ返却する．査読者のいずれか１名が，掲載不可と判定した場合，委員会の判断により，第３査読者に査読を依頼するこ
とができる．その際，掲載不可と判定した査読者の査読は，その時点で終了する．
８．投稿者による投稿論文の内容の訂正・追加のための所要期間は，１か月以内とする．
９．投稿者による投稿論文の内容の訂正・追加のために１か月以上要する場合は，投稿者から編集委員長に連絡する．
１０．投稿者からの訂正・追加原稿には，「査読者への回答」を添える．
１１．編集委員長は，委員会の審議の結果を尊重して，論文の採否や原稿の種類の最終判断を行う．
１２．その他，査読に当たっての留意点
① 論文の目的・方法・結論が科学的であり，かつ論理的に一貫しているかどうかを判断することが，査読の主たる目的で
ある．したがって，査読者の見解と異なる場合は，別途学会の公開の場において討論する形をとることとし，それを理由
に採否の基準にしてはならない．
② 問題点は，第１回目の査読で全て指摘することとし，第１回目に指摘しなかった問題点は第２回目以降には，指摘して
はならない．
③ 第２回目以降に新たに問題点が発見された場合は，その旨を編集委員長に報告し，判断を受ける．その場合，編集委員
長は，委員会に報告する．
④ 新しく調査や実験を追加しなければ意味がない投稿論文は掲載不可とし，採択できない理由を付す．
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お知らせ お詫びと訂正
「学校保健研究」をJ-STAGEで閲覧する際の

購読者番号（ID）とパスワード
第６２巻１号の会報に掲載しました，「学校保健研究」をJ-STAGEで閲覧する際の購読者番号に誤りがありました．

お詫び申し上げますとともに現在発行中の第６２巻につきましては，以下のように訂正させていただきます．

【誤】 購読者番号：JJOSH
パスワード：jash２０２０

【正】 購読者番号：JJOSH２０
パスワード：jash２０２０

URLを入力いただくか，「学校保健研究」＋「J-STAGE」などの検索ワードを入力すると簡単にアクセスできます．

問い合わせメールアドレス：jash-post@kokusaibunken.jp

日本学校保健学会
編集委員会

お詫びと訂正

「学校保健研究」６２巻１号 表紙を含む目次におきまして，著者氏名の漢字に誤記がございましたので，ここに謹
んで訂正させていただきます．

【誤】小学生の永久歯齲蝕と社会経済因子および学校給食後の歯みがき時間設定状況との関連
我部杏奈，高倉実，宮城政也，喜屋武亨

【正】小学生の永久歯齲蝕と社会経済因子および学校給食後の歯みがき時間設定状況との関連
我部杏奈，高倉実，宮城政也，喜屋武享

関係各位に大変ご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げ，ここに訂正させていただきます．

「学校保健研究」編集委員長
大澤 功
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お知らせ

一般 JKYB会員及び学生

４，０００円 ３，０００円

第１回JKYBライフスキル教育セミナー
「レジリエンシー（しなやかに生きる心の能力）を育てる」

主催 JKYBライフスキル教育研究会

１．日 時：２０２０年１０月１０日（土） ９：３０～１６：３０
２．会 場：兵庫県伊丹市立文化会館「いたみホール」（伊丹市宮ノ前１―１―３ 最寄り駅 阪急伊丹駅，JR伊丹駅）
３．内 容：
今回のコロナウィルス感染問題では，改めて日本人のヘルスリテラシーやメディアリテラシーの低さが浮き彫りに

なりました．
子どもたちは，人生の中で起こる様々な困難な状況を乗り越えて生きて行くために，不安などの感情をコントロー

ルし，適切に思考を働かせて問題を解決する力を身につけておく必要があります．
今回のセミナーでは，様々な困難を乗り越えるために必要なレジリエンシー（しなやかに生きる心の能力）を育て

るのに有用なライフスキル教育の具体的内容と指導方法について学習します．
【第１回セミナーの主な内容】
・青少年が直面する課題とレジリエンシーの重要性
・レジリエンシーを育てるライフスキル教育
・レジリエンシーの柱となるセルフエスティーム（健全な自尊心）

４．定 員：２０名
５．講 師：川畑徹朗（神戸大学名誉教授）
６．参加費：

７．申し込み方法：メールのみの受付となります
下記の必要事項をご記入の上，申込先アドレスに送信してお申し込みください．（申込締切９／３０（水））

【申込先メールアドレス】jkybls＠kfy.biglobe.ne.jp

【件名の欄】「JKYBセミナー申込〈氏名〉」とご記入ください．
（例）JKYBセミナー申込 川畑徹朗

【参加申込メール必要事項】
①氏名 ②ふりがな ③所属（勤務先等） ④職種 ⑤連絡先電話番号
⑥連絡先メールアドレス（パソコンのメールアドレスのみ，携帯のメールアドレス不可）
⑦JKYB主催のワークショップ参加経験の有無（ある，ない のいずれか）
⑧会員番号（JKYB会員のみ）
⑨テキスト（第２８回JKYBライフスキル教育・健康教育ワークショップ報告書）の有無
（ある，ない のいずれか）
テキストをお持ちの方は，当日ご持参ください．お持ちでない方は当日ご購入ください（１，０００円）．

＊⑥のアドレスにプログラム等を配信します．そのため，携帯電話のメールアドレスではなく，パソコンのメールア
ドレスをお知らせください．

＊申し受けた個人情報は本セミナー以外には使用しません．
「連絡先メールアドレス」はご案内の送付のみに使用いたします．お差し支えなければご自宅のメールアドレスを
お知らせください．

問い合わせ先：JKYBライフスキル教育研究会事務局
〒６６４―０８３６ 伊丹市北本町２―５５―１ クレール北本町１０２ 川畑徹朗 方
TEL & FAX ０７２―７４４―３６６５ ＊電話はお問い合わせのみで受付はいたしません．
e-mail：jkybls@kfy.biglobe.ne.jp
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関連学会の活動 日本養護教諭教育学会
第２８回学術集会のご案内

１．期 日 ２０２０（令和２）年１０月１０日（土曜日），１１日（日曜日）
２．会 場 九州看護福祉大学（URL https:／／www.kyushu-ns.ac.jp／）

〒８６５―００６２ 熊本県玉名市富尾８８８
アクセス JR九州 新幹線「新玉名駅」下車 シャトルバス８分

JR九州 鹿児島本線「玉名駅」下車 シャトルバス８分
３．学 会 長 古賀 由紀子（九州看護福祉大学）
４．メインテーマ 「学校保健活動推進の中核的役割を担う養護教諭の力量形成―養成，採用，研修を通して―」
５．内 容 プレコングレス（理事会主催），学会長講演，特別講演，シンポジウム，一般演題発表（口演，

ポスター発表），ランチョンセミナー，総会，課題別セッション等
《特別講演》
演題：「どんな境遇の子ども・若者も見捨てない！」―アウトリーチ（訪問支援）と重層的な

支援ネットワークを活用した多面的アプローチ―」
講師：NPO「スチューデント・サポート・フェイス」代表理事 谷口仁史 氏

『NHK プロフェッショナル 仕事の流儀 第２７５回（平成２７年放映）に出演
《シンポジウム》
テーマ：学校保健活動推進における養護教諭の中核的役割を検証する

《学会長指定：課題別セッション》
１．いつまでの健康な歯・口を保つためのインナーマッスルトレーニング

―鍼灸師とコラボした姿勢指導を通して考える―
２．“求められる”養護教諭のキャリア形成～男性養護教諭のスキルラダーから見る～
３．学校現場で研究を進めるためには～大学院生（現職養護教諭）の学びを通して～

６．演題申込締切 検討中
７．参 加 費 【学会員，非学会員】６，０００円（事前申し込みの場合５，０００円），学生２，０００円

懇親会６，００００円（無料温泉入湯付）
８．そ の 他 詳細につきましては，日本養護教諭教育学会公式HP

（URL http:／／yogokyoyu-kyoiku-gakkai.jp／wp／）及び日本養護教諭教育学会第２８回学術集会HP
（URL jayte２８kumamoto.com）に随時掲載いたします．

学 会 事 務 局 〒８６５―００６２ 熊本県玉名市富尾８８８
日本養護教諭教育学会第２８回学術集会 事務局
九州看護福祉大学 古賀研究室
電話 ０９６８―７５―１８０２ E-mail：ykkg２８@gmail.com
◎お問い合わせやご連絡はメールでお願いします．
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関連学会の活動 ２１st Biennial School Nurses International Conference Tokyo２０２１
「第２１回国際スクールナース学会・東京２０２１」開催延期のお知らせ

学会長 面澤 和子（弘前大学名誉教授）

ポスター等でお知らせしていました第２１回国際スクールナース学会・東京２０２１は，新型コロナ感染症のまん延等に
より，以下のように延期することになりましたので，お知らせいたします．
（現在の案内） ２０２１年７月１９日（月）～７月２３日（金）を１年間延期します．

↓
正確な開催時期が決定した時は，まずSchool Nurses Internationalのホームペ－ジに案内されます．
（SNI webpage） https:／／schoolnursesinternational.com／
東京大会のホームページは２０２１年９月１日にオープンする予定です．

（変更後の開催予定）
１．メインテーマ：多様な社会に生きる子供達の健康課題や困難と養護教諭の専門性―世界との連携を探る―
２．開 催 期 日：２０２２年７月１８日（月）～７月２２日（金）
３．会 場：国際ファッションセンター（KFC Hall & Rooms），〒１３０―００１５ 東京都墨田区横網１―６―１
４．主 催：SNI東京実行委員会
５．後 援：（一社）日本学校保健学会，日本養護教諭養成大学協議会，（公財）東京観光財団，（申請予定）文部

科学省，東京都教育委員会他，日本養護教諭教育学会
６．大会の概要 （使用言語：英語）

（ウェルカムレセプション，基調講演，全体講演，分科会（一般発表：口演，ポスター発表），コーヒーブレイ
ク，昼食，晩さん会，専門ツアー，市内ツアー，文化交流企画（日本文化体験），同伴者プログラム，次期開催
国プレゼンテーション）

７．開 催 規 模：１５０～２００人程度
８．参加申込み：演題登録申込は２０２１年９月１日～１１月３０日（受付連絡２０２２年１月末）

早期料金：５０，０００円（２０２２年４月３０日まで），通常料金：５５，０００円（２０２２年５月１日～７月１２日）
（レセプション，晩さん会，ツアーに参加しない場合は３０，０００円）
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編 集 後 記

新型コロナウイルス感染症（COVID―１９）によりお亡
くなりになられた方々のご冥福と，現在，治療・療養中
の方々の一日も早いご回復をお祈り申し上げます．また，
感染症対策の最前線に立たれている皆様をはじめ，日々
の生活を支えるために最善を尽くされている全ての方々
に敬意と感謝の意を表します．
COVID―１９は，人々の想像を超え，人間社会に大きな
インパクトをもたらしました．感染が拡がり始めた当初，
社会に対してこれ程の影響を与えることを予想した人は，
どのくらいいたでしょうか．人類はこれまでにも様々な
感染症の脅威にさらされながら生存してきました．その
恐ろしさや経験を忘れたわけでは無いのですが，改めて
感染症が人間社会に与える影響の大きさを認識させられ
る結果となりました．
今，私たち学校保健関係者に求められていることは何
でしょうか．この社会状況が子ども達の心身の健康や成
長に与える影響，遠隔授業のコンテンツ開発やその効果

の検証など，短中期的・直接的課題については，解決に
向けてすぐにでも着手する必要があります．一方で，
人々の感染症への対処行動をはじめ，製品の買い占め，
COVID―１９に関係したいじめ・偏見・差別，様々な格差
などの問題も今回浮き彫りになりました．これら全ての
世代に関わる課題は，一朝一夕では解決できません．遠
回りのようですが，学校保健の実践と研究を地道に継続
的に重ねることを通して，子ども達を含めた全ての世代
の人々のヘルスリテラシーを向上させ，健康の保持増進
に貢献することが求められているのではないでしょうか．
最後に，今期から編集委員会の末席に加えていただけ
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